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南京三会の成立（菅）

本
稿
の
考
察
の
対
象
と
す
る
南
京
三
会
と
は
、
興
福
寺
維
摩
会
・
宮
中
御
斎
会
・

薬
師
寺
最
勝
会
の
三
法
会
の
総
称
で
あ
る
。
平
安
初
期
に
お
い
て
、
維
摩
会
・
榔
斎

会
・
最
勝
会
の
頼
で
講
師
を
歴
任
し
た
僧
は
、
僧
綱
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

こ
れ
ら
の
法
会
は
、
僧
界
に
お
け
る
登
竜
門
と
し
て
重
要
な
地
位
を
占
め
た
の
で
あ

っ
た
。一

方
、
一
一
世
紀
末
に
な
る
と
、
円
宗
寺
法
華
会
、
法
勝
寺
大
乗
会
、
円
宗
寺
最

勝
会
か
ら
な
る
北
京
三
会
が
成
立
し
、
天
台
僧
の
僧
綱
昇
進
ル
l
ト
に
位
置
づ
け
ら

れ
た
。
筆
者
は
か
つ
て
「
北
京
三
会
の
成
立
」
と
題
す
る
論
文
に
お
い
て
、
以
下
の

よ
う
に
そ
の
成
立
理
由
に
つ
い
て
論
じ
た

E
o
延
久
四
年
（
一

O
七
二
）
に
始
ま
っ

た
円
宗
寺
法
華
会
は
、
当
時
の
政
府
の
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
天
台
座
主
・
圏
域
寺

戒
壇
問
題
を
解
決
で
き
な
い
後
三
条
天
皇
が
、
そ
の
要
求
を
緩
和
さ
せ
る
た
め
の
慰

撫
策
と
し
て
、
自
ら
の
御
願
寺
で
あ
る
円
宗
寺
に
法
華
会
を
設
け
て
天
台
宗
の
み
の

僧
綱
昇
進
ル

1
ト
を
設
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
承
暦
二
年
（
一

O
七
八
）
に
は
、

白
河
天
皇
に
よ
っ
て
法
勝
寺
大
乗
会
が
始
め
ら
れ
、
大
乗
会
講
師
が
円
宗
寺
法
華
会

講
師
を
勤
め
て
僧
綱
に
昇
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
自
ら
の
御
願
寺
で
あ

る
法
勝
寺
を
仏
教
界
の
頂
点
に
位
置
づ
け
、
ひ
い
て
は
自
ら
が
仏
教
界
を
掌
損
し
よ

う
と
す
る
白
阿
天
皇
の
仏
教
政
策
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
勝
寺
大
乗
会
創

設
に
よ
り
、
法
華
・
会
な
ど
円
宗
寺
の
法
会
は
衰
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
後
永

菅

真

城

保
二
年
（
一

O
八
二
）
に
は
円
宗
寺
最
勝
会
が
始
め
ら
れ
、
北
京
三
会
が
出
そ
ろ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
院
政
期
の
仏
事
の
盛
衰
は
、
王
権
の
意
向
を
多
大
に
受
け
る
も
の

で
あ
っ
た
。
日
本
古
代
・
中
世
の
仏
教
を
考
え
る
う
え
で
は
、
政
治
史
的
考
察
が
不

可
欠
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
が
、
政
治
史
の
視
角
か
ら
の
仏
事
研
究
は
あ
ま
り
見
受

け
ら
れ
な
い

E
a

本
稿
の
課
題
は
、
顕
教
の
残
る
も
う
一
つ
の
僧
綱
昇
進
ル

i
ト
で
あ
る
南
京
三
会

が
創
設
さ
れ
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
「
も
と
も
と
三
会
制
度
は
朝
廷

よ
り
諸
寺
の
僧
侶
が
僧
官
（
僧
綱
）
に
補
任
さ
れ
る
便
宜
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
大

会
で
あ
」

E
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
九
世
紀
に
三
会
制
度
が
成
立
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
な
ぜ
維
摩
会
・
御
斎
会
・
最
勝
会
を
も
っ
て
南
京
三
会
と
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
南
京
三
会
合
一
会
制
度
〉
の
重
要
性
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る

が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
正
面
か
ら
論
じ
た
研
究
は
見
受
け
ら
れ
な
い
Z
E

筆
者
は

か
つ
て
、
三
会
制
度
の
成
立
と
僧
網
制
の
改
変
と
の
関
係
性
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、

「
輿
福
寺
維
摩
会
・
宮
中
御
斎
会
・
薬
師
寺
最
勝
会
が
南
京
三
会
と
さ
れ
た
の
は
、

天
皇
・
藤
原
氏
・
諒
氏
と
い
う
九
世
紀
（
承
和
の
変
後
）
の
宮
廷
社
会
の
機
成
を
、

宮
中
大
極
殿
・
藤
原
氏
の
氏
寺
輿
福
寺
・
源
氏
の
氏
寺
薬
師
寺
を
舞
台
と
し
て
仏
教

界
に
お
い
て
再
現
せ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
：
・
な
お
、
三
会
と
い
う
形

態
は
、
根
本
的
に
は
、
仏
成
道
の
後
、
有
縁
を
済
度
せ
ん
が
た
め
に
三
回
に
渡
っ
て

行
わ
れ
た
大
説
法
会
に
ち
な
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
と
い
う
見
通
し
を
示
た
こ

と
が
あ
る
が
、
具
体
的
な
論
証
は
行
っ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
南
京
三
会
の
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成
立
年
次
を
確
定
し
た
う
え
で
、
そ
の
成
立
の
宗
教
政
策
的
要
因
に
つ
い
て
論
じ
る
。

つ
い
で
、
南
京
三
会
の
第
一
番
目
の
法
会
で
あ
る
維
摩
会
講
師
の
選
任
方
法
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
政
治
史
の
動
向
に
留
意
し
て
、
南
京
三
会
成
立
の
政
治
史
的

要
因
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

南
京
三
会
の
成
立
年
次
と
そ
の
宗
教
政
策
的
背
景

2 0 1 2 

興
福
寺
維
摩
会
・
宮
中
御
斎
会
・
薬
師
寺
最
勝
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
縁
起
を

有
す
が
、
三
会
制
度
と
し
て
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
国
史
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

【
史
料
1
｝
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
六
年
（
八
三
九
）
一
一
一
月
一
五
日
条

勅
、
以
下
経
－
一
子
輿
福
寺
維
摩
会
講
師
－
之
僧
上
、
宜
レ
為
ニ
宮
中
最
勝
会
講
師
一
、
自

今
以
後
、
永
為
ニ
恒
例
一

【
史
料
2
】
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
正
月
八
日
条

凡
毎
年
十
月
輿
福
寺
維
摩
会
、
屈
下
諸
宗
僧
学
業
優
長
果
二
五
階
一
者
上
為
ニ
講
師
一
、

明
年
正
月
大
極
殿
御
斎
会
、
以
ニ
此
僧
一
為
ニ
講
師
二
三
月
薬
師
寺
最
勝
会
講
師
、

亦
同
請
レ
之
、
経
ニ
此
三
会
講
師
一
者
、
依
レ
次
任
－
福
田
綱
一
、
他
皆
殺
レ
之

ま
ず
、
承
和
六
年
（
八
三
九
）
に
維
摩
会
の
講
師
が
御
斎
会
の
講
師
を
勤
め
る
こ

と
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
に
は
、
五
階
（
試
業
・
複
・
維
摩

会
竪
義
・
夏
講
・
供
講
）

E
を
果
た
し
た
僧
を
維
摩
会
講
師
と
す
る
こ
と
が
決
め
ら

れ
、
維
摩
会
の
講
師
が
御
斎
会
・
最
勝
会
の
講
師
を
勤
め
て
僧
綱
に
昇
進
す
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
『
釈
家
官
斑
記
』
に
は
、
「
承
和
元
年
宣
云
、
以
ニ
今
年
維
摩
講
師
一
為
ニ

明
年
御
斎
会
講
師
一
、
加
ニ
薬
師
寺
最
勝
会
一
、
以
二
三
会
労
一
可
レ
被
レ
任
ニ
僧
綱
二
五
々
」

と
、
承
和
元
年
（
八
三
回
）
に
三
会
制
度
が
成
立
し
た
と
記
8
れ
て
い
る
。
『
僧
綱
補

任
』
や
維
摩
会
の
講
師
に
つ
い
て
記
述
し
た
『
三
会
定
一
記
』
も
承
和
元
年
に
三
会

制
度
が
成
立
し
た
と
し
て
お
り

E
、
中
世
の
書
物
は
お
お
む
ね
承
和
元
年
三
会
制
度

第 4号史人

成
立
説
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
（
特
に
『
釈
家
官
班
記
』
）
に
依
拠
し
て
、
現
代
の

研
究
者
で
も
、
中
世
史
を
専
門
と
す
る
永
村
虞
・
高
山
有
紀
両
氏
は
南
京
三
会
は
承

和
元
年
に
成
立
し
た
と
論
じ
て
い
る
デ
百
南
京
三
会
が
成
立
し
た
の
は
承
和
元
年
な

の
か
、
そ
れ
と
も
貞
観
元
年
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

南
京
三
会
の
成
立
年
代
を
確
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
実
際
の
僧
綱
昇
進
状
況
を
確

認
し
て
お
く
。
『
釈
家
官
班
記
』
な
ど
が
南
京
三
会
が
成
立
し
た
と
す
る
承
和
元
年

（
八
三
四
）
か
ら
、
『
日
本
三
代
実
録
』
が
南
京
三
会
が
成
立
し
た
と
す
る
貞
観
元
年

の
前
年
天
安
二
年
（
八
五
八
）
ま
で
の
こ
五
年
間
に
、
維
摩
会
講
師
二
五
人
中
一

O

人
が
僧
綱
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
貞
観
一
元
年
以
前
に
僧
綱
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は

実
敏
・
明
詮
の
二
人
の
み
で
あ
り
、
承
和
元
年
の
維
摩
会
講
師
寿
遠
も
僧
綱
に
は
昇

進
し
て
い
な
い

E
o
承
和
三
年
（
八
三
六
）
の
維
摩
会
講
師
は
善
海
で
あ
っ
た
が
、

『
三
会
定
一
記
』
で
は
承
和
五
年
（
八
三
九
）
三
月
一
一
日
に
律
師
に
任
ぜ
ら
れ
た

と
あ
る
。
し
か
し
、
『
僧
綱
補
任
』
『
続
日
本
後
紀
』
に
よ
る
と
、
彼
が
律
師
と
な
っ

た
の
は
承
和
二
年
（
八
三
六
）
三
月
一
一
日
の
こ
と
で
あ
り
、
『
三
会
定
一
記
』
の
記

述
は
承
和
二
年
の
誤
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る

E
o
そ
う
す
る
と
善
海
は
す
で

に
律
師
の
身
で
維
摩
会
講
師
を
勤
め
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
承
和
三
年
段
階

で
は
、
三
会
制
度
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
貞
観
元
年
（
八
五
九
）

1
四
年
（
八
六
二
）
の
維
摩
会
講
師
は
全
員
が
僧

綱
に
昇
進
し
て
お
り
、
貞
観
一
元
年
（
八
五
九
）

1
一
O
年
（
八
六
八
）
の
一

0
年
間

で
は
七
人
が
、
同
一
一
年
（
八
六
九
）

5
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
で
も
同
じ
く
七
人

が
僧
綱
に
昇
進
し
て
い
る
。
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
以
前
と
以
後
と
で
は
、
維
摩
会

講
師
が
僧
網
に
昇
進
す
る
比
率
は
ま
っ
た
く
雲
泥
の
差
で
あ
る
。

三
会
講
師
が
「
己
講
労
」
に
よ
っ
て
僧
綱
に
昇
進
し
た
最
初
は
、
貞
観
六
年
（
八

六
四
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
月
一
六
日
に
「
於
－
面
寺
綱
所
－
、
任
ニ
僧
正
巳
下
律
師

巳
上
十
六
人
一
」
ぜ
ら
れ
た

aE
前
年
と
比
べ
て
僧
綱
員
数
は
九
人
も
増
加
し
て
お
り
、

こ
の
日
の
補
佐
は
平
安
期
に
お
け
る
僧
綱
員
数
の
増
加
の
起
点
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

同
日
に
は
法
橋
上
人
位
・
法
眼
和
尚
位
・
法
印
大
和
尚
位
の
僧
綱
位
も
制
定
さ
れ
た
。
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南京三会の成立（普）

土
谷
恵
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
は
僧
綱
制
展
開
の
一

つ
の
画
期
を
な
す
年
で
あ
っ
た
A
H
E

こ
の
僧
綱
制
の
展
開
の
な
か
で
、
前
年
に
す
で

に
僧
綱
で
あ
っ
た
者
は
い
ず
れ
も
地
位
を
上
昇
し
、
新
た
に
四
人
が
律
師
に
、
七
人

が
権
律
師
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
律
師
・
権
律
師
一
一
人
中
、
最
教
（
戒
壇

和
上
）
・
常
暁
（
太
元
帥
法
阿
闇
梨
）
を
除
く
九
人
は
い
ず
れ
も
「
巳
講
労
」
で
あ
っ

た
B
E
『
日
本
三
代
実
録
』
に
載
せ
る
策
命
に
は
、
「
常
例
品
外
無
此
度
僧
綱
数
多
弘
治

賜
布
、
或
直
先
帝
月
遺
勅
郁
依
寅
治
賜
布
、
成
量
相
護
制
奉
礼
斑
状
乃
随
よ
佃
賜

Z
在
利
」
と
あ
る
が
、

そ
の
実
は
「
巴
講
労
」
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
三
会
巴
講
に
よ
る
僧
綱
昇
進
ル

ー
ト
は
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
に
設
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
実
際
に
運
用
さ
れ
た
の

は
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
を
待
つ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
三
会
講
師
を
経
て
僧
網
に
昇
進
し
た
僧
綱
は
、
他
の
僧
網
と
は
区
別

さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
時
代
は
下
る
が
、
天
仁
元
年
（
一
一

O
八
）
の
御
斎
会
開

始
に
あ
た
っ
て
、
「
凡
僧
雌
ニ
皆
参
一
、
僧
綱
一
人
未
レ
参
」
る
状
況
で
あ
っ
た
が
、
こ

れ
に
対
し
て
藤
原
宗
忠
は
「
道
之
僧
網
一
人
参
入
之
後
可
レ
被
レ
始
〔
経
ニ
三
会
講
師
一

了
僧
綱
也
ご
と
指
示
し
て
い
る
S
E

こ
の
こ
と
か
ら
、
三
会
講
師
を
経
た
僧
綱
は

「
道
之
僧
綱
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
、
道
僧
綱
が
い
な
い
と
御
斎
会
は
始
め
ら
れ

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
道
僧
綱
が
い
な
い
と
法
会
が
開
始
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
興
福

寺
維
摩
会

g
や
円
宗
寺
法
華
会
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
こ
の
ほ
か
、
道
僧
綱
の

独
自
の
職
掌
を
と
し
て
は
、
季
御
読
経
の
論
義
の
結
番
、
御
斎
会
内
論
義
の
問
者
名

を
読
み
上
げ
る
、
三
会
講
師
の
か
わ
り
を
勤
め
る
こ
ん
」
が
で
き
る
、
維
摩
会
の
僧
綱

挙
を
放
つ
こ
と
が
で
き
る
、
等
が
あ
っ
た
。
「
道
僧
綱
」
は
、
国
家
的
法
会
の
執
行
に

あ
た
っ
て
独
自
の
機
能
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
貞
観
年
間
に
は
僧
綱
制

が
改
編
さ
れ
、
こ
れ
に
伴
っ
て
、
僧
綱
の
機
能
の
重
点
も
、
戒
律
に
基
づ
く
僧
尼
の

教
導
・
教
学
振
興
か
ら
、
仏
事
法
会
の
執
行
に
よ
る
教
学
振
興
へ
と
変
化
し
た
。
こ

れ
以
降
僧
綱
員
数
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
た
が
、
こ
の
現
象
は
国
家
的
法
会
の
増

加
・
大
規
模
化
に
対
応
す
る
側
面
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た

B
。
こ
の
僧
綱
制
の

変
化
の
起
点
が
貞
観
六
年
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
南
京
三
会
に
よ
る
僧
綱
昇
進
を
同
年

ま
で
待
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
会
講
師
を
経
た
僧
綱
H
「
道
僧
綱
」

H
国
家
的
法
会

を
如
法
に
執
行
す
る
う
え
で
不
可
欠
の
僧
綱
を
同
時
に
大
量
に
生
み
出
す
こ
と
が
可

能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
仏
事
法
会
の
執
行
に
あ
た
っ
て
特
別
な
機
能
を

担
っ
た
僧
綱
と
一
般
僧
侶
と
の
区
別
を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
僧
綱
制
の
改
変
と
同

時
に
僧
綱
位
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
僧
綱
制
の
展
開
の
背
景
に
は
、

上
島
享
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
九
世
紀
の
朝
廷
に
よ
る
法
会
整
備
と
い
う
要
因
が

存
在
し
た
。
当
時
の
政
府
は
、
堅
義
と
五
階
・
三
会
と
い
っ
た
経
論
解
義
を
重
視
し

た
僧
侶
養
成
シ
ス
テ
ム
を
整
え
る
こ
と
で
、
学
僧
の
研
究
意
欲
を
刺
激
し
、
教
学
の

振
興
を
は
か
つ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
8
。

以
上
、
維
摩
会
の
講
師
が
、
櫛
斎
会
・
最
勝
会
の
講
師
を
勤
め
て
僧
綱
に
昇
進
す

る
と
い
う
三
会
制
度
が
成
立
し
た
の
は
、
『
日
本
三
代
実
録
』
が
伝
え
る
と
お
り
貞
観

元
年
（
八
五
九
）
で
あ
り
、
三
会
巴
講
に
よ
る
僧
綱
昇
進
が
最
初
に
運
用
さ
れ
た
の

は
貞
観
六
年
（
八
六
回
｝
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
承
和
元
年
〈
八
四
三
）
三

会
制
度
成
立
説
は
、
史
料
1
の
承
和
六
年
と
史
料
2
の
貞
観
元
争
と
を
混
同
し
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
更
に
、
承
和
元
年
に
は
維
摩
会
の
竪
義
得
第
僧
を
諸
寺
安
居
会

の
講
師
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り

E
、
こ
の
こ
と
と
混
同
し
て
し
ま
っ
た
可

能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
『
僧
綱
補
任
』
は
、
承
和
元
年
の
維
摩
会
講
師
事
対
遣
に
つ
い
て
、

「
三
会
講
師
始
一
人
修
レ
之
」
と
記
し
て
い
る
。
寿
遣
が
た
ま
た
ま
三
会
の
講
師
を
勤

め
た
た
め
8
、
承
和
元
年
成
立
説
が
発
生
し
た
の
で
は
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
寿
遠

は
僧
綱
に
昇
進
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
維
摩
会
の
講
師
が
御
斎
会
・
最
勝
会
の
講
師
を
勤
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

『
延
喜
玄
蕃
寮
式
』
に
お
い
て
も
、
「
其
講
師
者
経
ニ
興
福
寺
維
摩
会
講
師
－
者
便
鯖
レ

之
」
（
御
斎
会
条
）
、
「
其
講
師
経
ニ
正
月
御
斎
会
一
者
使
諦
ν
之
」
（
最
勝
会
条
）
と
規

定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
維
摩
会
講
師
に
つ
い
て
は
、
史
料
2
に
「
屈
下
諸
宗
僧
学

業
優
長
果
二
五
階
－
者
上
為
ニ
講
師
｝
」
と
条
件
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
選
任
方
法
に

つ
い
て
、
国
史
、
延
喜
式
に
そ
の
規
定
は
み
ら
れ
な
い
。
維
摩
会
の
聴
衆
に
つ
い
て

は
、
『
延
喜
玄
蕃
寮
式
』
に
「
先
経
ニ
藤
原
氏
長
者
一
定
レ
之
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
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維
摩
会
は
藤
原
鎌
足
忌
日
を
結
願
日
と
し
て
藤
原
氏
の
氏
寺
輿
福
寺
で
行
わ
れ
る
法

会
で
あ
り
、
講
師
に
つ
い
て
も
藤
氏
長
者
が
何
ら
か
の
関
与
を
し
た
の
で
は
な
い
か

と
も
想
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
章
に
お
い
て
、
維
摩
会
講
師
の
選
任
方
法
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

維
庫
会
講
師
の
選
任
方
法

2 0 1 2 

維
摩
会
講
師
の
選
任
方
法
に
関
す
る
具
体
的
な
研
究
に
、
主
と
し
て
室
町
時
代
を

対
象
と
し
た
永
村
虞
・
高
山
有
紀
両
氏
の
研
究
が
あ
る
。
永
村
氏
は
、
「
講
経
を
行
う

講
師
は
、
探
題
と
同
様
に
長
者
宣
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
。
前
年
の
『
一
床
聴
衆
』
の

『
私
語
』
に
よ
り
、
研
学
竪
義
を
遂
げ
問
者
を
勤
仕
し
た
聴
衆
の
な
か
か
ら
『
理

運
』
と
し
て
推
挙
さ
れ
た
人
鉢
は
、
興
福
寺
別
当
の
挙
状
を
副
え
、
『
宣
下
』
を
も
と

め
る
款
状
を
呈
し
、
講
師
に
請
ず
る
長
者
宣
を
受
け
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、

高
山
氏
も
同
様
の
見
解
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
南
京
三
会
が
成
立
し
た
段
階
で
の
維
摩
会
講
師
の
選
任
方
法
を
解
明

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
、
管
見
の
限
り
で
は
こ
れ
に
関
す
る
九
世
紀
段
階
の
史

料
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
、
中
世
に
お
け
る
永
村
・
高
山
両
氏
の
研
究
も
念
頭
に

置
き
つ
つ
、
平
安
中
・
後
期
の
史
料
に
よ
っ
て
維
摩
会
講
師
の
選
任
方
法
を
明
ら
か

に
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
南
京
三
会
成
立
時
で
の
維
摩
会
講
師
選
任
方
法
を
想
定
し
た

ま
ず
、
儀
式
書
の
規
定
を
み
て
み
よ
う
。
『
西
宮
記
』
（
巻
十
三
諸
宣
旨
）
に
は
、

「
長
者
奏
ニ
事
由
｝
仰
こ
外
記
＼
外
記
仰
二
威
儀
師
一
作
一
一
請
書
一
、
亘
ニ
外
記
＼
外
記
取
ニ

氏
諸
卿
名
一
下
二
綱
所
一
、
綱
所
請
レ
之
、
」
と
あ
り
、
『
北
山
抄
』
（
巻
三
維
摩
会

事
）
に
は
、
「
当
年
講
師
、
去
年
会
後
、
長
者
候
ニ
天
気
一
下
ニ
宣
旨
二
〔
書
二
名
井
寺

月
日
二
給
二
外
記
司
〕
」
と
み
え
る
。
議
席
氏
長
者
が
天
皇
に
奏
聞
し
た
う
え
で
宣
旨

〈
下
外
記
宣
旨
）
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
の
で
あ
る
8
。

つ
ぎ
に
掲
げ
る
史
料
は
、
院
政
期
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
維
摩
会
講
師
を
補
任
す

第 4号史人

る
宣
旨
の
発
給
手
続
き
を
知
る
う
え
で
興
味
深
い
事
柄
を
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。

【
史
料
3
】
『
中
右
記
』
嘉
承
元
年
（
一
一

O
六
）
五
月
二
五
日
条

今
夜
維
摩
講
師
宣
旨
被
レ
下
一
興
福
寺
隆
覚
大
法
師
－
也
、
〔
故
六
条
右
府
息
〕

A

串

き

（

醐

量

置

V

件
講
師
事
、
去
廿
二
日
殿
下
付
頭
弁
一
被
レ
奏
、
而
彼
頭
弁
不
帰
参
、
殿

長
報
車

下
被
レ
候
一
伎
座
一
、
上
卿
下
エ
知
左
衛
門
督
－
了
、
伺
仰
ニ
下
綱
所
了
、
万
人
披

露
、
太
奇
怪
事
也
、
頭
弁
之
所
レ
為
至
レ
愚
欺
、
凡
此
事
頭
弁
未
レ
知
案
内
之

所
レ
致
也
、
制
劇
謝
剛
剖
寸
劇
附
到
割
凶
制
朝
樹
パ
剰
刺
ィ
刺
判
制
剣
l
剖

ご
外
記
於
里
亭
＼
以
－
家
司
一
被
一
一
仰
下
一
、
外
記
奉
レ
仰
下
綱
所
、
件
請
書
藤

氏
公
卿
加
レ
判
事
也
、
而
今
度
頭
弁
不
レ
知
二
此
由
二
去
廿
二
日
仰
ニ
下
上
卿

也
、
披
－
露
天
下
甚
以
不
便
也
、
伺
今
日
如
一
例
年
ω

被
－
下
直
也
、
（
傍
線
筆

者）

こ
れ
は
、
嘉
承
元
年
（
一
一

O
六
）
の
維
摩
会
講
師
隆
覚
の
宣
旨
発
給
を
め
ぐ
っ
て

の
史
料
で
あ
る
。
五
月
二
二
日
に
一
度
宣
旨
が
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
通
常
と
は
異

な
っ
た
や
り
方
で
あ
っ
た
た
め
、
二
五
日
に
改
め
て
宣
旨
を
下
し
て
い
る
。
ニ
二
日

に
頭
弁
源
重
資
が
手
続
き
を
誤
っ
た
点
に
は
興
味
深
い
問
題
が
内
包
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
こ
こ
で
は
、
藤
原
宗
忠
が
維
摩
会
講
師
を
補
任
す
る

際
の
原
則
を
述
べ
て
い
る
傍
線
部
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
史
料
で
は
、
藤
氏
長
者
は

外
記
を
里
亭
に
召
し
て
仰
せ
下
す
と
あ
り
、
在
宅
で
職
務
を
執
行
し
て
い
る
が
、
基

本
的
に
は
『
西
宮
記
』
段
階
と
閉
じ
手
続
き
を
ふ
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
維
摩
会

講
師
の
補
任
は
、
藤
氏
長
者
が
蔵
人
を
介
し
て
天
皇
に
奏
聞
し
て
勅
許
を
得
た
後
、

外
記
に
仰
せ
て
宣
旨
を
綱
所
に
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

受
け
て
、
綱
所
は
謂
書
を
作
成
し
、
外
記
が
こ
れ
に
藤
原
氏
公
卿
の
署
判
を
集
め
て
、

こ
の
諦
書
に
よ
っ
て
講
師
と
し
て
請
定
さ
れ
る
。
『
局
中
宝
』
（
維
摩
会
文
書
事
、
嘉

承
二
年
〈
一
一

O
七
〉
一

O
月
）
に
「
二
日
、
今
朝
綱
所
下
部
持
二
来
維
摩
会
講
師
請

書
一
、
即
給
ニ
壇
越
御
判
目
之
由
、
示
一
仰
史
生
成
則
一
了
」
と
あ
る
よ
う
に
、
藤
原
氏
公

卿
は
興
福
寺
の
檀
越
と
し
て
加
判
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
多
く
の
国
家
的
法
会

で
の
諦
僧
は
、
陣
座
で
の
僧
名
定
を
受
け
て
、
僧
綱
が
諦
定
を
発
給
す
る
こ
と
に
よ
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南京三会の成立（菅｝

つ
て
な
さ
れ
る
き
。
維
摩
会
講
師
の
場
合
、
こ
の
諦
定
に
藤
氏
公
卿
が
加
判
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
他
に
例
を
み
ず
、
維
摩
会
と
藤
原
氏
と
の
特

別
な
関
係
が
伺
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
藤
氏
公
卿
の
署
判
を
集
め
る
の
が
、
摂
関
家

政
所
や
勧
学
院
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
外
記
と
い
う
国
家
機
構
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

『
伝
宣
草
』
に
は
「
凡
触
一
僧
侶
一
之
類
下
こ
知
綱
所
一
事
、
皆
官
所
レ
奉
也
、
但
維
摩

会
講
師
事
、
外
記
所
レ
奉
也
」
と
あ
る
。
一
般
に
綱
所
に
下
知
す
る
場
合
は
弁
官
が
担

当
し
て
下
弁
官
宣
旨
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
維
摩
会
講
師
の
場
合
の
み

外
記
が
担
当
し
て
下
外
記
宣
旨
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
朝
儀
・
公
事
の
用

途
、
諸
寺
社
か
ら
の
申
請
に
対
す
る
官
裁
や
諸
寺
社
の
長
吏
・
別
当
の
補
任
に
は
下

弁
官
宣
旨
が
使
用
さ
れ
、
朝
儀
・
公
事
の
召
集
、
任
官
・
身
分
待
遇
付
与
に
関
す
る

雑
務
や
賜
大
師
・
禅
師
・
国
師
号
な
ど
に
は
下
外
記
宣
旨
が
使
用
さ
れ
て
い
た

go

本
来
な
ら
弁
官
が
果
た
す
べ
き
職
務
で
あ
る
が
、
維
摩
会
講
師
に
限
っ
て
は
外
記
が

携
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
維
摩
会
講
師
の
任
命
に
外
記
が
関
与
す
る
の
は
、
僧
綱

の
選
考
の
台
帳
で
あ
る
補
任
帳
を
外
記
が
管
品
写
し
て
い
た
き
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
奈
良
時
代
に
お
い
て
も
太
政
官
か
ら
僧
綱
に
任
僧
綱
の
こ
と
を
伝
え
る

任
僧
綱
告
牒
の
加
署
者
は
、
通
常
の
太
政
官
牒
と
は
異
な
り
外
記
で
あ
っ
た
8
E

任

僧
綱
に
関
す
る
事
務
処
理
は
、
外
記
固
有
の
職
慾
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
竪
義

や
探
題
な
ど
維
摩
会
の
他
の
役
職
は
、
藤
氏
長
者
宣
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る

aE
こ

れ
に
対
し
て
、
講
師
が
下
外
記
宣
旨
で
任
命
さ
れ
る
の
は
、
維
摩
会
講
師
へ
の
補
任

が
僧
綱
へ
の
昇
進
に
つ
な
が
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
に
述
べ
た

下
外
記
宣
旨
に
よ
る
講
師
任
命
は
、
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
に
三
会
制
度
が
成
立
し

て
か
ら
の
こ
と
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。

こ
の
維
摩
会
の
講
師
宣
下
は
、
通
常
と
は
異
な
っ
て
特
殊
な
形
で
な
さ
れ
る
。

【
史
料
4
】
『
為
房
卿
記
』
寛
治
元
年
〈
一

O
八
七
）
五
月
二
七
日
条

｛師翼｝

依
レ
召
参
一
殿
下
二
維
摩
講
師
宣
旨
今
日
可
ニ
下
知
一
、
位
為
二
摂
政

4

不
レ
帯
一
一
天
下

一
、
若
他
大
臣
可
二
仰
下
一
欺
、
可
レ
尋
一
先
例
一
者
、
大
外
記
師
平
申
云
、
寛
和
二

t

－zap｝
 

年
八
月
、
摂
政
為
二
前
右
大
臣
，
〔
大
入
道
殿
〕
被
ν
宣
＝
下
講
師
事
一
者
、
申
一
此

由
v

之
慮
、
然
者
召
ニ
外
記
一
可
二
仰
下
－
者
、
召
ニ
雅
仲
・
宣
下
了
、
〔
師
平
所
労

者
、
〕
講
師
澄
範
也
、
〔
年
労
一
、
本
寺
常
住
者
、
〕

寛
治
元
年
（
一

O
八
七
）
に
維
摩
会
講
師
宣
旨
を
下
そ
う
と
し
た
藤
原
師
実
は
、
自

分
は
摂
政
で
あ
っ
て
「
不
レ
帯
一
天
下
・
」
る
身
で
あ
る
の
で
、
他
の
大
臣
を
宣
下
の
上

卿
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
の
疑
問
か
ら
先
例
を
調
査
さ
せ
た
。
一
般
に
摂
関
自

ら
が
宣
下
の
上
卿
と
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
寛
和
二
年
｛
九
八
六
｝
に
兼

家
が
前
右
大
臣
と
し
て
宣
下
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、
師
実
は
外
記
を
召
し
て
自

ら
が
上
卿
と
な
っ
て
宣
下
し
た
の
で
あ
っ
た
。
維
摩
会
の
講
師
宣
旨
は
、
通
常
の
政

務
処
理
の
あ
り
方
を
逸
脱
し
て
も
、
藤
氏
長
者
が
宣
下
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
な
お
、
藤
氏
長
者
は
事
実
上
興
福
寺
の
公
卿
俗
別
当
と
し
て
の
役
割

を
果
た
し
て
い
た
が
、
他
寺
の
俗
別
当
と
は
異
な
っ
て
所
宛
で
任
命
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
8
E

摂
闘
が
自
ら
宣
下
す
る
ほ
か
に
も
、
特
殊
な
点
が
存
在
す
る
。
先
に
引
い
た
史
料

3
で
は
、
藤
氏
長
者
摂
政
右
大
臣
忠
実
が
頭
弁
源
重
資
に
付
し
て
天
皇
に
奏
聞
し
た

と
こ
ろ
、
重
助
は
忠
実
の
許
に
婦
ら
ず
、
陣
座
で
上
卿
に
仰
せ
下
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
藤
原
宗
忠
は
、
「
万
人
披
露
、
太
奇
怪
事
也
、
頭
弁
之
所
レ
為
至
レ
愚
欺
、

凡
此
事
頭
弁
未
レ
知
ニ
案
内
一
之
所
レ
致
也
」
、
「
紋
ニ
露
天
下
｝
甚
以
不
便
也
」
と
手
厳
し

い
批
判
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
時
は
結
局
、
「
知
ニ
例
年
一
被
ご
下
直
・
」
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
源
重
資
は
弁
官
コ

1
ス
を
昇
進
し
て
き
た
人
物
で
あ
る
さ
。
多
く
の
国
家
的
法

会
で
は
、
陣
座
で
の
僧
名
定
が
行
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
時
に
は
弁
官
が
綱
所
に
下
知
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
重
資
は
こ
の
こ
と
と
混
同
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
維
摩
会
講
師
に
関
し
て
陣
定
が
開
か
れ
る
こ

と
は
な
い
。
こ
こ
に
も
藤
原
氏
と
維
摩
会
と
の
特
殊
な
関
係
が
現
れ
て
い
る
。

維
際
会
講
師
の
宣
旨
発
給
に
先
立
っ
て
は
、
『
中
右
記
』
嘉
承
元
年
〈
一
一

O
六）

一
O
月
九
日
条
に
「
凡
三
会
講
師
宣
旨
、
維
摩
会
以
後
僧
綱
挙
後
、
先
例
所
レ
被
ニ
仰

下
一
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
僧
綱
挙
」
な
る
も
の
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
僧
綱
挙
に
つ

( 42) 



い
て
は
、
す
で
に
海
老
名
尚
氏
の
指
摘
ぎ
が
あ
る
が
、
維
摩
会
に
出
仕
し
た
僧
綱
に

よ
る
明
年
の
講
師
候
補
者
の
推
薦
状
で
あ
り
、
結
日
（
一

O
月
一
六
日
）
の
講
説
・

行
香
終
了
後
に
行
わ
れ
る
。
そ
の
書
様
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

｛
史
料
5
】
『
中
右
記
』
承
徳
二
年
（
一

O
九
八
）
一

O
月
一
六
日
条
裏
書

僧
綱
挙

慶
憲
章
、
慶
助
事
、
定
円
事
、
勝
遜
東
大
年

己
上
法
印
権
大
僧
都
頼
尊

慶
覚
章
、
慶
助
号
、
増
信
号
、
定
円
号
、

選東大寺

知
賢
号
、

増
信
号
、
勝

頼
円
号
、

2 0 1 2 

己
上
権
大
僧
都
隆
弾

増
信
事
、
頼
円
草

巴
上
法
眼
和
尚
位
実
覚

頼
円
前
革
、
定
門
事
、
勝
蓮
東
大
寺

巳
上
権
律
師
行
政

定
円
事権

律
師
正
真

定
門
事権

律
師
永
縁

細
殿
挙

増
真

承
徳
二
年
十
月
十
六
日

承
徳
二
年
（
一

O
九
八
）
の
維
摩
会
に
勅
使
と
し
て
参
加
し
た
藤
原
宗
忠
は
、
「
従
儀

師
依
二
僧
綱
命
一
、
伝
一
明
年
講
師
挙
一
、
予
書
一
付
懐
紙
一
入
一
懐
中
一
」

8
と
記
し
て
い

る
。
僧
綱
は
各
自
が
推
薦
す
る
明
年
の
講
師
候
補
者
を
従
儀
師
に
伝
え
、
そ
れ
を
勅

使
が
記
録
す
る
の
で
あ
る
。
先
の
史
料
4
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
僧
綱
挙
は
、
僧
綱

が
合
議
の
う
え
で
特
定
の
人
物
を
推
薦
す
る
の
で
は
な
く
、
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
推
薦

す
る
形
式
で
あ
っ
た
。
権
大
僧
都
隆
樽
は
実
に
八
名
も
推
薦
し
て
お
り
、
僧
網
そ
れ

第 4号史人

ぞ
れ
に
特
定
の
推
薦
枠
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
ら
し
い

AZ
ま
た
、
僧
綱
挙
を
行

う
僧
綱
は
、
す
べ
て
輿
福
寺
の
僧
綱
で
あ
る
。
本
節
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
室

町
期
に
お
い
て
は
二
床
聴
衆
」
の
「
私
語
」
に
よ
っ
て
講
師
推
挙
が
な
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
「
一
床
聴
衆
」
は
堂
内
の
一
床
に
列
座
す
る
一

O
人
の
こ
と
で
あ
り
、

「
十
聴
衆
」
と
も
称
さ
れ
た

AZ
こ
の
十
聴
衆
は
、
仁
和
元
年
（
八
八
五
）
九
月
五

日
太
政
官
符
に
「
今
所
レ
請
聴
衆
維
摩
情
人
、
十
僧
為
。
興
福
寺
分

4

：
・
尋
彼
根
元
、

以
其
本
寺
一
故
也
」
さ
と
あ
る
よ
う
に
、
興
福
寺
に
割
り
当
て
ら
れ
た
十
人
の
聴
衆

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
十
聴
衆
の
う
ち
で
僧
綱
で
あ
る
も
の
に
僧
綱
挙
を
行
う
権
限

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
康
和
三
年
（
一
一

O
一
）
に
は
、
興
福
寺
権
別
当
律
師
範
俊

が
僧
綱
挙
を
放
っ
た
と
こ
ろ
、
「
不
レ
経
レ
道
僧
綱
無
レ
放
レ
挙
、
雄
一
権
別
当
何
可
レ
放

哉
」
と
い
う
理
由
で
興
福
寺
大
衆
の
抗
議
に
逢
い
、
勅
使
藤
原
長
忠
も
「
依
レ
有
レ

浬
」
っ
て
そ
の
挙
を
止
め
た
五
百
三
会
講
師
を
経
験
し
た
「
道
僧
綱
」
で
な
け
れ
ば
、

維
摩
会
講
師
の
正
式
な
推
薦
者
に
は
な
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
作
成
さ
れ
た
承
徳
二
年
（
一

O
九
八
）
の
僧
綱
挙
は
、
翌
一

O

月
一
七
日
に
勅
使
藤
原
宗
忠
に
よ
っ
て
藤
氏
長
者
関
白
師
通
の
許
に
「
後
奏
」
、
「
試

経
奏
」
、
「
竪
義
得
略
」
、
「
会
参
氏
人
見
参
」
、
「
論
義
注
記
（
二
巻
ご
と
い
う
他
の

維
摩
会
関
連
文
書
と
と
も
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
文
書
の
う
ち
、
僧
綱
挙
と

論
義
註
記
以
外
は
そ
の
後
天
皇
に
奏
聞
さ
れ
た
｛
8
0

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
維
摩
会

講
師
は
藤
氏
長
者
が
天
皇
に
奏
聞
し
た
う
え
で
決
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
僧
綱
挙
は

あ
く
ま
で
複
数
の
候
補
者
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
奏
聞
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
史
料
4
僧
綱
挙
の
奥
に
は
「
細
殿
挙
」
な
る
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
。
細

殿
挙
と
は
、
「
別
当
法
印
以
レ
詞
挙
一
一
転
即
昨
年
講
師
一
人
一
、
〔
号
制
殿
挙
〕
」
き
と
あ

る
よ
う
に
、
僧
綱
挙
が
行
わ
れ
た
後
、
細
殿
に
お
い
て
寺
家
別
当
が
明
年
講
師
候
補

者
を
勅
使
に
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
寺
家
別
当
に
よ
る
明

年
講
師
の
推
薦
で
あ
り
、
細
殿
に
お
い
て
行
わ
れ
る
た
め
こ
の
名
称
が
つ
い
た
も
の

と
お
も
わ
れ
る
。
僧
綱
、
挙
と
異
な
り
、
推
薦
で
き
る
僧
の
数
は
一
名
と
限
ら
れ
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
別
当
頼
噂
の
挙
を
聞
い
た
宗
忠
は
、
「
非
別
当
弁
下
向
時
、
細
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殿
挙
弁
明
年
竪
義
簡
定
供
解
為
一
一
故
実
一
不
レ
知
」
と
返
答
し
た
と
こ
ろ
、
頼
尊
は
、
去

年
の
勅
使
藤
原
有
償
は
弁
別
当
で
は
な
か
っ
た
が
細
殿
挙
を
伝
え
た
の
で
、
宗
忠
も

そ
う
す
る
よ
う
に
と
発
言
し
た
。
宗
忠
は
そ
の
場
で
は
頼
尊
の
命
に
し
た
が
っ
た
が

（
さ
、
翌
一
七
日
に
興
福
寺
弁
別
当
左
大
弁
藤
原
季
仲
に
「
至
細
殿
挙
一
者
、
猶
可
F
令

レ
申
ニ
齢
別
一
給
上
也
、
至
一
非
別
当
弁
一
者
、
件
事
不
レ
可
申
上
也
」
と
い
う
書
状
を
送

り
、
季
仲
も
了
承
し
て
い
る
幸
。
こ
の
時
の
細
殿
挙
は
、
弁
別
当
季
仲
が
藤
氏
長
者

師
通
の
も
と
に
進
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
働
嗣
犠
｝

こ
の
細
殿
挙
に
つ
い
て
宗
忠
は
、
「
細
殿
挙
ハ
此
奥
ニ
所
書
入
一
也
、
雌
レ
然
依

レ
為
コ
非
弁
別
当
一
不
一
書
入
也
、
従
一
寺
家
一
付
一
一
別
当
弁
、
左
大
弁
挙
申
也
」
さ
と
も

記
し
て
い
る
。
細
殿
挙
は
僧
綱
挙
の
奥
に
書
き
入
れ
る
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
自
分

は
弁
別
当
で
は
な
い
の
で
書
き
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
し
た
が
っ
て
藤
氏
長
者

に
伝
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

僧
綱
挙
も
細
殿
挙
も
と
も
に
明
年
の
講
師
候
補
者
を
挙
げ
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
し
か
も
同
一
紙
に
書
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
細
殿
挙

に
限
つ
て
は
弁
別
当
で
な
け
れ
ば
行
え
な
い
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。
両
者
の
違
い
は
、
候
補
者
を
挙
げ
る
主
体
が
僧
網
で
あ
る
か
、
寺
家
別
当
H

興
福
寺
の
代
表
者
で
あ
る
か
と
い
う
点
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
興
福
寺
か
ら
太

政
官
へ
の
申
請
は
、
俗
別
当
を
介
し
て
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
宗
忠
が
「
従
一
一
寺
家
一
付
二
別
当
弁
－
、
左
大
弁
挙
申
也
」
と
記
し
て
い

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
僧
綱
挙
と
細
殿
挙
と
の
処
理
ル

l
ト
の
違

い
は
、
俗
別
当
の
機
能
を
考
え
る
う
え
で
も
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
細
殿
挙
が
興

福
寺
か
ら
太
政
官
へ
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
止
め
る
。
細
殿

挙
は
僧
綱
挙
と
同
様
に
藤
氏
長
者
の
許
に
留
め
ら
れ
天
皇
に
は
奏
聞
さ
れ
な
い
が
、

氏
寺
興
福
寺
か
ら
氏
長
者
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

僧
綱
挙
も
、
仏
教
界
を
代
表
す
る
僧
綱
が
太
政
官
に
対
し
て
提
出
し
た
明
年
の
維
摩

会
講
師
の
推
薦
状
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
維
摩
会
講
師
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
僧
綱
挙
・
細
殿
挙
に
お
い
て
、
僧
綱

お
よ
び
興
福
寺
別
当
に
よ
っ
て
数
名
の
候
補
者
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
藤
氏
長
者
に

伝
え
ら
れ
て
い
た
（
理
念
的
に
は
太
政
官
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
）
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
史
料
4
の
僧
綱
挙
で
六
人
中
五
人
の
推
薦
を
集
め
た
定
円
は
、

翌
康
和
元
年
（
一

O
九
九
）
の
維
摩
会
講
師
と
な
っ
た
が
、
僧
綱
挙
の
な
か
か
ら
講

師
が
選
定
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
っ
た
S
E

地
問
綱
挙
・
細
殿
挙
と
い
っ
た
正
式
の
推
薦
状
の
ほ
か
に
、
「
御
寺
僧
申
文
廿
八
通
、

又
以
指
二
申
之
、
〔
講
師
申
文
三
通
、
竪
義
申
文
廿
五
通
〕
」
さ
と
あ
る
よ
う
に
、
僧

侶
か
ら
申
文
に
よ
る
自
己
申
請
も
藤
氏
長
者
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
長
元
元
年

（一

O
二
八
）
に
は
、
藤
原
道
一
長
法
華
三
十
講
に
お
い
て
、
維
摩
会
講
師
に
な
る
こ

と
を
申
請
し
て
い
た
三
十
講
の
講
師
融
碩
と
問
者
法
修
と
の
二
人
の
僧
の
峰
雄
を
決

す
る
た
め
に
討
論
さ
せ
て
い
る

aE
当
時
道
長
は
藤
氏
長
者
内
覧
左
大
臣
で
あ
り
、

維
摩
会
講
師
を
最
終
決
定
す
る
た
め
に
道
長
が
討
論
さ
せ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
が
、

法
修
は
そ
の
後
長
和
五
年
（
一

O
二
ハ
）
に
維
摩
会
講
師
を
勤
め
て
い
る
。
先
の
申

文
は
、
俗
別
当
と
い
う
太
政
官
の
政
務
処
理
ル
！
ト
を
介
し
て
の
も
の
で
あ
る
が
、

僧
侶
た
ち
は
藤
氏
長
者
ば
か
り
で
な
く
、
藤
原
実
資
な
ど
他
の
藤
氏
公
卿
に
対
し
て

も
、
総
摩
会
講
師
に
推
薦
し
て
欲
し
い
と
働
き
か
け
て
い
た

g
。

寛
治
二
年
〈
一

O
八
八
）
に
は
、
源
照
が
講
師
宣
旨
を
蒙
っ
た
後
に
辞
退
す
る
旨

の
申
文
を
提
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
講
師
宣
旨
を
賜
っ
た
。
三
会
講
師
を
遂
講
し

た
僧
の
こ
と
を
巳
講
と
称
す
る
が
、
講
師
に
補
さ
れ
た
僧
は
擬
講
と
呼
ば
れ
、
僧
侶

と
し
て
の
一
つ
の
階
梯
を
経
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
院
政
期
に
な
る
と
実
際

に
は
講
師
を
遂
げ
な
い
僧
に
対
し
て
も
、
辞
退
す
る
こ
と
を
前
提
に
講
師
宣
旨
を
発

給
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
源
照
も
辞
退
を
前
提
に
講
師
宣
旨
を
賜
っ
た
の
で
あ
る
が
、

一
度
宣
旨
を
賜
る
と
辞
退
す
る
こ
と
を
渋
り
、
維
摩
会
直
前
の
一

O
月
四
日
に
な
っ

て
よ
う
や
く
涙
な
が
ら
に
辞
書
を
提
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
藤
氏
長
者
師
実
は
憐

れ
ん
で
、
源
照
に
講
師
を
勤
め
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た

Ag
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
僧

た
ち
に
と
っ
て
維
摩
会
講
師
と
な
る
こ
と
が
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
羨
望
の

的
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
と
と
も
に
、
講
師
の
補
任
が
藤
氏
長
者
に
よ
っ
て
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左
右
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
維
摩
会
講
師
の
決
定
権
は
、
制
度
上
藤
氏
長
者
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
h
g
o
維
摩
会
講
師
は
藤
氏
長
者
が
決
定
し
、
勅
許
を
経
て
下
外
記
宣
旨
を
下

す
こ
と
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
講

師
は
宣
旨
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
竪
者
や
探
題
な
ど
他
の
役
職
は
長

者
宣
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。
こ
れ
は
維
摩
会
講
師
が
僧
綱
へ
と
つ
な
が
っ
て
お
り

（
但
し
講
師
経
験
者
全
員
が
僧
網
へ
昇
進
す
る
わ
け
で
は
な
い
て
僧
綱
人
事
に
関
係

す
る
た
め
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、
平
安
期
の
維
摩
会
講
師
宣
旨
を
見
い
だ
す

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
室
町
期
の
も
の
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

権
律
師
光
円
〔
年
臆
〕
法
相
宗
専
寺
、

関
白
宣
、
件
人
宜
仰
一
綱
所
一
、
令
レ
請
一
一
定
輿
福
寺
去
至
徳
元
年
維
摩
会
講
師

i
者、応

永
廿
八
年
十
月
八
日
大
外
記
兼
博
士
兼
守
中
原
朝
臣
師
藤
奉
8

本
節
で
は
、
維
摩
会
講
師
の
撰
任
方
法
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
史
料
的
制
約

も
あ
っ
て
主
に
院
政
期
の
史
料
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
院
政
期
の
撰
任
方

法
は
『
西
宮
記
』
段
階
と
同
様
で
あ
り
、
外
記
の
関
与
の
あ
り
方
か
ら
み
て
も
、
南

京
三
会
の
成
立
時
点
ま
で
遡
及
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

詳
し
く
は
次
章
で
の
考
察
に
委
ね
る
が
、
維
摩
会
は
藤
原
氏
に
よ
っ
て
創
設
さ
た

法
会
で
あ
る
。
創
設
時
に
は
、
法
会
主
催
者
で
あ
る
藤
原
氏
の
内
部
で
講
師
が
決
定

さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
『
三
会
定
一
記
』
に
よ
る
と
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
に
三

会
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
ま
で
の
講
師
は
四
一
人
を
数
え
る
。
か
か
る
伝
統
と
、

氏
寺
興
福
寺
を
会
場
と
す
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
三
会
制
度
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
貞

観
元
年
以
降
も
講
師
は
藤
原
氏
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
三

会
制
度
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
契
機
に
、
天
皇
に
奏
聞
し
て
下
外
記
宣
旨
（
長

者
宣
で
は
な
い
）
が
下
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
ニ
会
講
師
全

員
が
僧
綱
に
昇
進
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
維
摩
会
講
師
の
決
定
権
が
藤
氏
長
者
に

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
藤
氏
長
者
が
事
実
上
の
僧
綱
任
命
権
の
一
一
部
を
握
る
こ
と

第 4号史人

に
つ
な
が
る
。
こ
の
こ
と
は
、
藤
原
氏
・
藤
氏
長
者
は
他
の
貴
族
と
は
異
な
る
特
別

な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
自
に
み
え
る
形
で
周
知
さ
せ
る
効
果
も
有
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

南
京
三
会
成
立
の
政
治
的
背
景

第
一
章
に
お
い
て
、
維
摩
会
の
講
師
が
御
斎
会
・
最
勝
会
の
講
師
を
勤
め
僧
綱
に

昇
進
す
る
と
い
う
南
京
三
会
の
成
立
は
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
僧

綱
制
の
改
編
と
リ
ン
ク
し
て
い
た
こ
と
、
第
二
章
に
お
い
て
、
維
摩
会
講
師
の
決
定

権
は
藤
氏
長
者
が
有
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
藤
氏
長
者
が
事
実
上
の
僧
綱
任
命
権

を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を

ふ
ま
え
て
、
南
京
三
会
の
成
立
理
由
に
つ
い
て
、
政
治
史
の
動
向
に
留
意
し
て
考
察

す
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
南
京
三
会
の
第
一
番
目
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
維
摩
会
に
つ
い
て
概
観
し
て

お
く
｛
言
維
摩
会
は
、
藤
原
鎌
足
の
病
気
が
維
摩
経
に
よ
っ
て
平
癒
し
た
こ
と
を
き

っ
か
け
に
鎌
足
が
創
始
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
中
断
し
て
い
た
が
不
比

等
が
再
興
す
る
。
会
の
期
日
は
一

O
月
一

O
日
か
ら
鎌
足
の
忌
日
で
あ
る
一

O
月一

六
日
ま
で
。
不
比
等
の
死
後
再
び
途
絶
え
る
が
、
光
明
皇
后
・
仲
麻
呂
ら
に
よ
っ
て

復
興
さ
れ
る
。
平
安
初
期
に
は
会
場
が
興
福
寺
に
固
定
し
、
請
僧
内
容
な
ど
も
整
備

さ
れ
て
い
く
。

維
摩
会
で
用
い
ら
れ
る
経
典
は
、
そ
の
名
が
一
示
す
と
お
り
維
摩
経
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
南
京
三
会
の
残
る
二
つ
の
御
斎
会
・
最
勝
会
は
い
ず
れ
も
金
光
明
最
勝
王
経

の
講
説
を
行
う
法
会
で
あ
る
。
八
世
紀
の
優
婆
塞
貢
進
文
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
者
が

法
華
経
・
最
勝
王
経
を
読
経
し
て
い
る
の
に
対
し
、
維
摩
経
を
読
ん
だ
者
は
ご
く
わ

ず
か
で
あ
り
、
「
優
婆
塞
の
間
で
は
『
維
摩
経
』
は
得
度
の
た
め
に
絶
対
読
経
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
経
典
で
は
な
か
っ
た
」
さ
の
で
あ
る
。
で
は
、
護
国

経
典
で
な
く
、
八
世
紀
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
で
も
な
い
維
摩
経
を
講
じ
る
維
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摩
会
が
、
三
会
の
、
し
か
も
第
一
番
目
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

維
摩
経
は
あ
る
意
味
で
特
異
な
経
典
で
あ
る
。
普
通
、
経
典
の
主
人
公
と
い
う
と

偉
い
菩
薩
や
聖
者
で
あ
る
が
、
維
摩
経
で
は
在
家
の
信
者
の
維
摩
が
主
人
公
で
あ
る
。

維
摩
は
、
彼
の
病
気
見
舞
い
に
き
た
菩
薩
や
声
聞
を
論
破
し
、
活
殺
自
在
に
説
法
す

る
。
そ
こ
で
は
大
乗
仏
教
の
根
本
原
理
で
あ
る
煩
悩
即
菩
援
と
い
う
こ
と
が
「
不
二

法
門
」
と
し
て
あ
ざ
や
か
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
舞
台
は
維
摩
の
部
屋
か

ら
釈
尊
が
い
つ
も
説
法
し
て
い
た
巷
羅
樹
閣
に
移
り
、
維
摩
に
か
わ
っ
て
釈
尊
が
説

法
す
る
。
し
か
し
主
役
は
あ
く
ま
で
維
摩
で
あ
る
。
在
家
の
信
者
に
す
ぎ
な
い
維
摩

が
ど
ん
な
に
本
当
の
こ
と
を
説
い
て
も
聞
い
て
い
る
人
達
は
信
用
し
な
い
の
で
、
維

摩
経
の
作
者
は
い
ち
だ
ん
と
工
夫
を
こ
ら
し
て
、
維
摩
の
主
張
は
仏
の
お
っ
し
ゃ
る

こ
と
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
意
図
し
た
の
で
あ
る
さ
。

こ
の
維
摩
経
の
設
定
を
維
摩
会
が
始
め
ら
れ
た
鎌
足
の
時
代
に
持
ち
込
む
な
ら
、

主
人
公
の
維
摩
を
新
興
氏
族
藤
原
氏
の
鎌
足
に
、
維
摩
に
論
破
さ
れ
る
諸
菩
醸
を
伝

統
氏
族
に
、
釈
尊
を
天
皇
に
比
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
A
9
0

維
摩
日
藤
原
氏

の
発
言
は
、
釈
尊

n
天
皇
の
そ
れ
と
問
じ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は

藤
原
氏
の
み
が
な
し
得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
維
摩
経
の
設
定
と
藤
原
氏
の
政

治
的
立
場
と
の
類
似
性
か
ら
、
藤
原
氏
の
聞
で
維
摩
経
が
信
仰
さ
れ
、
維
摩
会
が
営

ま
れ
て
い
く
。
〈
鎌
足
l
不
比
等
l
光
明
〉
と
い
う
維
摩
会
の
興
隆
史
は
、
天
皇
へ
の

忠
誠
・
補
弼
の
累
積
に
よ
っ
て
発
展
を
遂
げ
て
き
た
藤
原
氏
の
歴
史
そ
の
も
の
で
あ

っ
た

A

ぎ
昌
泰
三
年
（
九

O
O）
六
月
に
藤
原
良
一
房
の
弟
良
世
が
氏
長
者
と
し
て
の

感
概
を
込
め
て
執
筆
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
『
輿
福
寺
縁
起
』
〈
ぎ
で
は
、
「
聖
朝
安
穏
、

社
稜
元
ν
傾
」
き
た
め
、
す
な
わ
ち
天
皇
の
安
穏
と
国
家
の
安
泰
の
た
め
に
維
摩
会
が

始
め
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
藤
原
仲
麻
呂
は
鎌
足
の
功
聞
を
施
入
し
て
維
摩

会
の
復
興
を
謂
う
に
あ
た
っ
て
、
維
摩
会
の
目
的
と
し
て
、
「
此
是
泰
ニ
翼
皇
宗
一
、
住

二
持
仏
法
一
、
引
一
導
尊
霊
一
、
催
二
勧
学
徒
一
者
也
」

8
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一

番
目
に
「
奉
一
一
翼
皇
宗
一
」
、
す
な
わ
ち
歴
代
の
天
皇
を
た
す
け
る
と
い
う
こ
と
を
あ
げ

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
維
摩
会
は
始
祖
鎌
足
以
来
天
皇
を
補
弼
し
て
き
た
藤

原
氏
の
政
治
的
立
場
を
象
徴
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
催
二
勧
学
徒
会
」

と
あ
る
よ
う
に
、
維
眠
障
会
で
は
奈
良
時
代
以
来
講
説
・
竪
義
が
行
わ
れ
《
ぎ
僧
侶
の

教
学
振
興
に
寄
与
し
て
き
た
法
会
で
も
あ
っ
た
。

さ
て
、
三
会
制
度
が
成
立
し
た
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
正
月
の
前
年
天
安
二
年
一

一
月
に
は
幼
帝
清
和
が
即
位
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
藤
原
良
房
一
が
摂
政
と
し
て
の
役

割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
S
E

我
が
国
の
歴
史
上
初
め
て
人
臣
摂
政
制
が
創
出
さ

れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
時
の
良
一
房
に
と
っ
て
も
維
摩
経
の
設
定
は
好
都
合
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
（
良
房
）
の
発
言
は
、
天
皇
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
、
藤
原

氏
は
始
祖
鎌
足
以
来
代
々
天
皇
を
補
弼
し
て
お
り
、
良
房
が
天
皇
大
権
を
代
行
す
る

こ
と
の
正
当
性
を
、
維
摩
会
の
場
に
お
い
て
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
貞
観
一
冗
年
に

維
摩
会
願
文
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
堀
池
春
峰
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が

8
、

こ
の
願
文
の
作
成
は
、
良
房
に
よ
っ
て
維
摩
会
の
理
念
に
摂
政
制
成
立
に
対
応
す
る

新
し
い
意
味
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
林
隆
之
氏
は
、

「
維
摩
会
が
、
九
世
紀
半
ば
に
は
、
僧
尼
の
昇
進
シ
ス
テ
ム
の
頂
点
た
る
三
会
の
要

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
幼
帝
清
和
の
擁
立
に
と
も
な
う
藤
原
良
房
の

事
実
上
の
政
権
掌
握
以
降
の
動
向
（
い
わ
ゆ
る
前
期
摂
関
政
治
の
成
立
）
と
も
、
大

枠
で
は
平
行
す
る
事
態
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
」

S
と
述
べ
て
い
る
が
、
良
一
房
の
政

権
掌
握
と
南
京
三
会
の
成
立
と
は
、
た
だ
単
に
時
期
的
に
符
合
す
る
以
上
の
、
密
接

な
関
係
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

南
京
三
会
の
残
る
二
会
、
御
斎
会
、
最
勝
会
は
い
ず
れ
も
最
勝
王
経
を
講
じ
る
。

教
学
面
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
一
二
法
会
と
も
異
な
る
経
典
を
用
い
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

事
実
、
文
和
四
年
三
三
五
五
）
に
著
さ
れ
た
『
釈
家
官
斑
記
』
で
は
「
一
二
会
遂

講
」
と
し
て
、
「
遂
講
之
時
、
除
一
一
最
勝
会
、
号
↓
是
御
斎
会
一
、
則
被
レ
講
一
最
勝
王
経

一
之
問
、
為
二
同
事
↑
之
故
也
」
と
あ
り
、
御
斎
会
と
最
勝
会
は
と
も
に
最
勝
王
経
で
あ

る
た
め
、
最
勝
会
の
か
わ
り
に
法
華
経
を
講
ず
る
興
福
寺
の
法
華
会
が
入
れ
ら
れ
て

い
る
。
興
福
寺
法
華
会
は
、
三
会
制
度
が
成
立
す
る
以
前
の
弘
仁
八
年
（
八
一
七
）

に
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
貞
観
期
に
は
経
典
の
違
い
よ
り
も
薬
師

( 46) 
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寺
に
お
い
て
修
さ
れ
る
法
会
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

薬
師
寺
最
勝
会
は
、
天
長
七
年
（
八
三

O
）
の
直
世
王
の
上
奏
に
よ
っ
て
そ
の
翌

年
か
ら
始
め
ら
れ
た

aE
追
獲
千
尋
氏
に
よ
る
と
、
平
安
時
代
に
お
い
て
薬
師
寺
は

南
都
七
大
寺
の
な
か
で
東
大
寺
・
輿
福
寺
に
次
ぐ
第
三
位
の
位
置
に
あ
っ
た
お
E

も

し
南
都
七
大
寺
の
格
付
け
に
し
た
が
っ
て
南
京
三
会
が
設
定
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

薬
師
寺
最
勝
会
で
な
く
東
大
寺
の
法
会
が
三
会
に
組
み
込
ま
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
南
都
諸
大
寺
の
格
付
け
か
ら
南
京
三
会
の
構
成
を
説
明
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
高
山
有
紀
氏
は
、
「
北
方
系
唯
識
法
相
の
拠
点
で
あ
る
興
福
寺
か
ら
維
摩
会
、

南
方
系
唯
識
法
相
の
学
匠
仲
継
が
天
長
六
年
（
八
二
九
）
に
創
始
し
た
薬
師
寺
最
勝

会
の
ニ
会
が
選
定
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
た
正
月
の
御
斎
会
を
中

心
に
し
て
、
十
月
の
維
摩
会
と
三
月
の
最
勝
会
が
勤
修
さ
れ
る
と
い
う
時
間
的
な
合

理
性
に
関
し
て
も
ま
っ
た
く
の
偶
然
と
見
な
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
」
と
述
べ
て
い

る
が
、
な
ぜ
法
相
宗
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
法
相
宗

と
三
論
宗
と
に
割
り
援
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
時
間
的
な
合
理
性
に
つ
い

て
も
、
法
会
の
開
催
期
日
を
変
更
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
積
極
的
な
根
拠
と
は

な
ら
な
い

a
E
ま
た
、
薬
師
寺
に
は
養
老
六
年
（
七
二
一
）
以
降
僧
綱
所
が
置
か
れ

て
い
た
が
、
僧
綱
所
は
そ
の
後
西
寺
に
移
転
し
て
い
る
。
「
西
寺
網
所
」
の
初
見
は
の

貞
畿
六
年
き
だ
が
、
そ
れ
以
前
に
西
寺
に
移
転
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

僧
綱
所
の
所
在
地
か
ら
最
勝
会
が
南
京
三
会
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
説
明
で
き

な
い
。
九
世
紀
中
葉
の
薬
師
寺
に
と
っ
て
、
源
氏
の
氏
寺
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
な

意
味
を
持
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

下
向
井
龍
彦
氏
に
よ
る
と
、
「
最
勝
会
の
創
始
を
契
機
に
、
薬
師
寺
は
直
世
王
を
氏

長
者
と
す
る
『
王
氏
』
の
氏
寺
と
な
り
、
司
王
氏
』
主
催
で
最
勝
会
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
が
、
源
氏
の
登
場
に
よ
り
し
だ
い
に
源
氏
が
王
氏
に
と
っ
て
か
わ
り
、
九

世
紀
後
半
の
一
元
慶
年
間
に
は
源
氏
公
卿
を
俗
別
当
と
す
る
源
氏
の
氏
寺
と
化
し
て

い
」
っ
た
。
王
氏
か
ら
源
氏
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
「
最
勝
会
行
事
上
卿
を
王
氏
公

卿
が
勤
め
る
と
す
れ
ば
、
直
世
王
が
亮
じ
た
天
長
十
一
年
（
八
三
四
）
ま
で
で
あ
る
。

第4号史人

逆
に
、
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
五
月
に
臣
籍
に
下
っ
た
嵯
峨
源
氏
は
、
天
長
年
間
後

半
か
ら
あ
い
つ
い
で
公
卿
に
昇
進
し
（
信
、
常
、
定
ら
）
、
文
徳
源
氏
（
能
士
官
）
と
つ

づ
い
て
い
く
。
行
事
上
卿
を
勤
め
る
中
納
言
以
上
は
、
天
長
九
年
の
常
以
降
連
綿
と

と
だ
え
る
こ
と
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る

a
E
す
な
わ
ち
、
承
和

i
貞
観
期
は
賜
姓

源
氏
が
台
頭
し
、
薬
師
寺
最
勝
会
に
お
い
て
主
導
的
役
割
を
発
揮
し
て
い
た
時
期
で

あ
り
、
源
氏
の
氏
寺
薬
師
寺
で
の
法
会
で
あ
る
最
勝
会
が
南
京
三
会
に
組
み
込
ま
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
維
摩
会
、
最
勝
会
が
三
会
に
組
み
込
ま
れ
た
理
由
は
、
藤
原
氏
の
氏
寺
興

福
寺
、
源
氏
の
氏
寺
薬
師
寺
で
行
わ
れ
る
法
会
で
あ
っ
た
点
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
藤
原
氏
、
源
氏
は
、
九
世
紀
の
廟
堂
の
主
要
な
構
成
員
で
あ

っ
た
。九

世
紀
の
官
人
構
成
を
詳
細
に
検
討
し
た
玉
井
カ
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
承
和
の

変
後
の
中
央
官
界
に
は
藤
原
北
家
冬
嗣
流
お
よ
び
嵯
峨
源
氏
の
急
激
な
進
出
が
み
ら

れ
る
。
承
和
の
変
後
の
新
体
制
は
、
「
藤
原
北
家
の
良
一
房
等
を
中
心
と
す
る
人
々
、
橘

氏
、
皇
親
の
諸
勢
力
の
均
衡
の
上
に
た
っ
た
も
の
」
で
あ
っ
た

a
E
南
京
三
会
の
構

成
は
、
明
ら
か
に
こ
の
体
制
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
承
和
の
変
に
よ
っ
て
、
淳

和
の
子
で
あ
る
皇
太
子
恒
貞
親
王
が
廃
さ
れ
、
仁
明
天
皇
と
良
房
の
妹
順
子
と
の
聞

に
生
ま
れ
た
道
康
親
王
（
文
徳
）
が
立
太
子
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
嵯
峨
系
と
淳

和
系
と
の
「
両
統
迭
立
」
が
解
消
さ
れ
、
嵯
峨
系
が
直
系
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し

た
の
で
あ
っ
た
。
承
和
の
変
の
歴
史
的
意
義
は
こ
の
点
に
あ
る
。

さ
て
、
承
和
の
変
後
中
央
政
界
に
急
激
に
進
出
し
た
藤
原
北
家
の
冬
嗣
流
（
良

房
）
と
嵯
峨
源
氏
と
は
、
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
。
河
内
祥
輔
氏
に
よ
る
と
、

弘
仁
一
四
年
（
八
二
三
）
・
も
し
く
は
そ
の
直
後
に
仁
明
と
冬
嗣
の
娘
順
子
と
の
婚
姻

が
成
立
し
、
ほ
ぽ
閉
じ
頃
、
良
房
は
嵯
峨
源
氏
で
あ
る
源
潔
姫
と
結
婚
し
て
い
る
。

藤
原
氏
が
皇
女
を
妻
と
し
た
例
は
、
こ
の
良
房
が
最
初
で
あ
る
。
こ
の
と
き
ま
で
、

原
則
と
し
て
皇
女
と
王
族
以
外
の
貴
族
と
の
婚
姻
は
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
嵯
峨

の
処
置
は
破
格
の
待
遇
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
嵯
峨
系
の
皇
統
（
文
徳
・
清
和
・
陽
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成
）
は
、
良
房
の
家
系
と
の
婚
姻
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
さ
。

ま
た
、
『
大
鏡
宙
侵
害
』
に
引
用
さ
れ
た
『
吏
部
王
記
』
逸
文
か
ら
、
嵯
峨
源
氏
の
源

信
が
、
文
徳
の
長
子
惟
喬
（
母
は
紀
名
虎
女
子
）
で
は
な
く
、
良
房
の
娘
明
子
を
母

と
す
る
惟
仁
（
清
和
）
の
皇
位
継
承
を
主
張
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
通
説
で

は
、
死
期
を
間
近
に
し
た
文
穂
が
、
清
和
を
皇
太
子
か
ら
降
ろ
し
惟
喬
を
皇
太
子
に

し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
河
内
祥
輔
氏
の
見
解
で
は
、
文
徳
は
直
系

清
和
が
成
人
に
達
す
る
ま
で
の
中
継
ぎ
と
し
て
、
惟
喬
が
天
皇
に
即
位
す
る
案
を
示

し
た
こ
と
に
な
る
。
文
徳
案
に
反
対
し
た
源
信
は
、
通
説
の
ご
と
く
良
房
の
権
勢
に

追
従
し
た
の
で
は
な
く
、
中
継
ぎ
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
系
で
あ
る
清
和
の
地

位
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
、
幼
帝
清
和
の
即
位
を
主
張
し
た
の
だ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
直
系
主
義
の
理
念
は
強
化
さ
れ
、
傍
系
を
排
除
し
て
幼
帝
清
和
が
出
現

し
た
の
で
あ
る
8
。

こ
の
よ
う
に
、
承
和
の
変
後
の
廟
堂
に
急
激
に
進
出
し
た
藤
原
北
家
（
冬
嗣
流
）

と
嵯
峨
源
氏
は
、
直
系
皇
統
を
形
成
す
る
う
え
で
不
可
欠
の
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
直
系
皇
統
を
形
成
し
た
藤
原
氏
の
氏
寺
で
あ
る
興
福
寺
、
天
皇
が
い
る
宮

中
、
源
氏
の
氏
寺
で
あ
る
薬
師
寺
で
行
わ
れ
る
法
会
が
、
南
京
三
会
と
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
も
ま
た
、
直
系
皇
統
形
成
を
保
証
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
最
も
中
心
的
な
法
会
で
あ
っ
た
御
斎
会
が
南
京
三
会
に
組
み
込
ま
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
誰
し
も
異
論
は
な
か
ろ
う
と
お
も
う
が
、
こ
こ
で
御
斎
会
の
歴
史

に
つ
い
て
簡
単
に
み
て
お
く
。
吉
田
一
彦
氏
は
、
御
斎
会
は
神
護
景
雲
元
年
（
七
六

七
）
に
成
立
し
、
そ
れ
は
「
こ
の
（
称
徳
・
道
鏡
一
引
用
者
註
）
政
権
に
と
っ
て
は
、

自
ら
に
正
当
性
を
付
与
し
て
く
れ
る
と
こ
ろ
の
仏
教
に
よ
る
国
家
儀
礼
が
ど
う
し
て

も
必
要
と
さ
れ
た
」
た
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
る

aE
で
は
、
な
ぜ
「
自
ら
に
正
当
性

を
付
与
し
て
く
れ
る
と
こ
ろ
の
仏
教
に
よ
る
国
家
儀
礼
」
が
御
斎
会
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
御
斎
会
の
成
立
史
に
深
く
関
わ
る
余
裕
は

な
い
が
、
こ
れ
も
当
時
の
政
治
的
状
況
か
ら
説
明
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
と
お
も
わ

れ
る
。河

内
祥
輔
氏
に
よ
る
と
、
七
六

0
年
代
の
一

0
年
間
の
政
治
史
は
、
孝
謙
が
〈
道

鏡
擁
立
運
動
H
他
戸
の
皇
嗣
と
し
て
の
確
定
〉
を
一
貫
し
て
推
進
し
た
そ
の
全
過
程

で
あ
っ
た
。
孝
謙
の
希
求
す
る
も
の
は
直
系
皇
統
の
権
威
、
す
な
わ
ち
聖
武
の
皇
統

の
存
続
で
あ
り
、
そ
れ
を
か
な
え
る
存
在
が
他
戸
で
あ
る
。
孝
謙
の
道
鏡
擁
立
意
図

の
眼
目
は
、
道
鏡
天
皇
の
も
と
で
将
来
他
戸
が
皇
太
子
に
立
つ
こ
と
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
河
内
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
孝
謙
は
、
他
戸
を
守
護
す
る
カ
を
仏

教
に
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
皇
制
は
仏
教
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
、
と
い
う
信
仰
で

あ
る
。
そ
の
仏
教
は
道
鏡
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
る
。
道
鏡
こ
そ
、
他
戸
の
庇
護
者
に

相
応
し
い
。
道
鏡
を
皇
位
に
即
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
皇
の
位
そ
の
も
の
を
仏
に

捧
げ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
直
系
皇
統
の
存
続
を
願
う
た
め
の

『
菩
提
心
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
天
皇
の
位
は
仏
の
も
の
で
あ
る
、
と
天

下
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
系
皇
統
は
仏
の
全
き
慈
悲
に
は
ぐ
く
ま
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
」

aE
こ
の
よ
う
な
政
治
的
状
況
の
中
で
、
最
勝
王
経

を
講
ず
る
御
斎
会
が
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

八
重
樫
直
比
古
氏
に
よ
る
と
、
最
勝
王
経
の
王
法
正
論
品
は
、
王
家
の
直
系
世
襲

を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
王
位
の
直
系
に
よ
る
世
襲
を
も
正
当
化
し
、
従
っ

て
王
朝
の
交
替
を
完
全
に
否
定
」
し
、
「
既
存
の
王
国
を
釈
迦
如
来
自
信
が
承
認
す
る

と
い
う
、
い
わ
ば
最
も
権
威
あ
る
王
権
擁
護
論
を
提
供
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
こ
の
品

の
担
う
役
割
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
る

aE
称
穂
は
こ
の
最
勝
王
経
の
内
容
を
知
悉
し

て
い
た
白
百
最
勝
王
経
の
経
説
は
、
称
徳
の
政
治
的
課
題
に
こ
の
上
な
く
合
致
す
る
。

称
徳
は
直
系
皇
統
の
権
威
・
聖
武
の
皇
統
の
存
続
（
H
他
戸
の
立
太
子
・
即
位
）
を

求
め
て
、
そ
の
正
当
性
を
主
張
す
る
仏
教
儀
礼
で
あ
る
御
斎
会
を
創
始
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
後
御
斎
会
は
光
仁
朝
の
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
に
一
度
中
断
す
る
が
、

翌
四
年
に
復
活
す
る

aE
こ
の
停
止
に
よ
り
他
部
の
即
位
を
否
定
し
、
今
度
は
光
仁

系
皇
統
の
正
当
性
を
主
張
す
る
儀
礼
と
し
て
御
斎
会
が
復
活
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
御
斎
会
は
も
と
も
と
直
系
皇
位
継
承
を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
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南
京
三
会
の
成
立
に
際
し
て
、
良
一
房
の
家
系
と
の
婚
姻
に
よ
る
直
系
皇
統
を
正
当
化

す
る
理
念
に
読
み
替
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

az

以
上
、
南
京
三
会
は
貞
観
元
年
に
成
立
し
、
維
摩
会
が
そ
の
筆
頭
で
あ
っ
た
こ
と
、

維
摩
会
講
師
は
藤
氏
長
者
が
決
定
し
て
お
り
、
藤
氏
長
者
が
事
実
上
の
僧
綱
任
命
権

の
一
部
を
有
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
南
京
三
会
が
成
立
し
た
貞
観
一
元
年
の
前
年
天

安
二
年
に
幼
帝
清
和
が
即
位
し
、
良
房
に
よ
る
人
臣
摂
政
制
が
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
、

維
摩
経
の
設
定
と
藤
原
氏
（
良
房
）
の
政
治
的
立
場
と
が
類
似
し
て
い
た
こ
と
、
良

房
の
家
系
と
の
婚
姻
に
よ
る
直
系
皇
統
が
形
成
さ
れ
、
御
斎
会
は
そ
れ
を
正
当
化
す

る
理
念
を
有
し
た
こ
と
等
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
貞
観
元
年
に

「
興
福
寺
維
摩
会
・
宮
中
御
斎
会
・
薬
師
寺
最
勝
会
が
南
京
三
会
と
さ
れ
た
の
は
、

天
皇
と
賜
姓
源
氏
、
藤
原
氏
と
い
う
九
世
紀
（
承
和
の
変
後
）
の
宮
廷
社
会
の
構
成

を
、
宮
中
大
極
殿
の
御
斎
会
、
薬
師
寺
の
最
勝
会
、
興
福
寺
の
維
摩
会
と
い
う
三
会

の
場
で
仏
教
界
に
再
現
」
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
は
じ
め
に
述
べ
た
南
京
三
会
成
立

理
由
の
見
通
し
が
正
し
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
、
維

摩
会
・
御
斎
会
・
最
勝
会
の
三
法
会
は
フ
ラ
ッ
ト
な
関
係
で
は
な
く
、
維
摩
会
が
筆

頭
で
あ
り
、
そ
れ
に
御
斎
会
、
最
勝
会
が
続
く
と
い
う
構
造
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

藤
原
氏
を
中
心
に
構
想
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
臣
初
の
摂
政
と
な
っ

た
良
一
房
（
お
よ
び
鎌
足
以
来
の
藤
原
氏
の
歴
史
）
と
良
一
房
の
家
系
と
の
婚
姻
に
よ
っ

て
直
系
を
形
成
し
て
い
る
天
皇
、
そ
し
て
両
者
の
関
係
を
補
完
す
る
賜
姓
源
氏
と
い

う
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
藤
原
氏
を
中
心
に
三
会
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、

良
房
の
権
勢
欲
や
陰
謀
の
み
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
こ
こ
に
は
、
直

系
に
よ
る
皇
位
継
承
と
い
う
天
皇
制
の
論
理
が
作
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
河
内
祥

輔
氏
は
、
「
良
一
房
の
家
系
が
H

選
ば
れ
た
貴
族
u
に
上
昇
で
き
た
こ
と
の
理
由
は
、
良

房
の
権
力
指
向
や
権
勢
欲
の
み
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
な
い
。
そ
の
動
因
は
、
主
に

天
皇
制
に
あ
る
。
天
皇
制
が
、
特
別
に
価
値
付
け
ら
れ
た
家
系
が
生
ま
れ
る
こ
と
を

要
求
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
天
皇
制
が
、
こ
の
家
系
に
特
別
な
価
値
を
積
極
的
に

付
与
し
た
の
で
あ
る
J

と
述
べ
て
い
る
翁
百
南
京
三
会
は
、
仏
教
の
場
に
お
い
て
、

第 4号史人

こ
の
特
別
の
家
系
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
、
そ
の
象
徴
と
な
る
よ
う
な
特
別
待
遇
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
維
摩
会
講
師
の
選
任
・
決
定
に
あ
た
っ
て
の
藤
氏
長
者
の
特
別
な

関
与
の
あ
り
方
は
、
良
房
の
家
系
が
天
皇
制
に
よ
っ
て
特
別
な
価
値
を
付
与
さ
れ
た

H

選
ば
れ
た
貴
族
u

で
あ
る
こ
と
を
、
貴
族
層
内
部
に
お
い
て
誰
の
自
に
も
明
ら
か

に
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
南
京
三
会
の
成
立
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
考
え
る
が
、
貞
観
期
に
は
、
多
く
の
定
額
寺
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。
大
江
篤
氏
は
、
貞
観
期
の
定
額
寺
の
設
置
が
藤
原
良
一
房
の
国
家
仏
教
推
進
策

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
A20

南
京
三
会
が
成
立
し
た
貞
観
元
年

（
八
五
九
）
に
は
「
四
季
御
読
経
」
が
成
立
し
、
清
和
天
皇
の
在
所
で
あ
っ
た
東
宮

に
お
い
て
大
般
若
経
が
転
読
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
も
幼
帝
清
和
の
即
位

と
の
関
連
が
想
定
さ
れ
る
缶
百

こ
の
時
期
に
は
、
神
祇
の
面
に
お
い
て
も
特
徴
的
な
事
象
が
み
ら
れ
る
。
熊
谷
保

孝
氏
に
よ
る
と
、
嘉
祥
三
年
（
八
五

O
）
と
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
に
は
神
階
叙
位

数
が
突
出
し
て
い
る
が
、
嘉
承
三
年
の
そ
れ
は
、
文
徳
の
即
位
、
惟
仁
（
清
和
）
誕

生
、
立
太
子
に
、
貞
観
元
年
は
清
和
の
即
位
、
良
房
の
人
臣
摂
政
に
対
応
す
る
も
の

で
あ
っ
た
き
。
ま
た
、
宮
崎
浩
氏
に
よ
る
と
、
仁
寿
元
年
（
八
五
一
）
に
始
め
ら
れ

た
大
原
野
祭
は
、
「
良
房
が
将
来
に
娘
明
子
と
文
飽
天
皇
の
聞
の
儲
宮
惟
仁
親
王
を
即

位
さ
せ
、
そ
の
外
戚
と
し
て
政
治
権
力
を
掌
握
す
る
こ
と
を
保
証
し
、
以
後
の
外
戚

関
係
が
恒
常
化
す
る
事
へ
の
祈
願
を
託
し
た
祭
把
と
し
て
始
め
ら
れ
た
」
も
の
で
あ

る
完
百
同
じ
く
貞
観
五
年
（
八
六
五
）
の
御
霊
会
は
、
「
良
房
に
よ
る
、
藤
原
北
家
に

ま
つ
わ
る
怨
霊
あ
る
い
は
怨
霊
に
な
る
や
も
し
れ
な
い
霊
に
対
す
る
合
同
慰
霊
祭
」

で
あ
っ
た
完
百
ま
た
、
石
清
水
八
幡
宮
の
創
把
に
つ
い
て
、
小
倉
峡
一
氏
は
「
そ
の

背
後
に
は
良
一
房
の
権
勢
確
立
、
具
体
的
に
は
清
和
天
皇
の
即
位
を
通
じ
、
そ
の
宗
教
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的
保
障
の
手
段
と
し
て
八
万
神
の
神
威
を
利
用
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
き
。
こ
の
よ

う
に
当
時
の
藤
原
良
一
房
一
政
権
は
、
自
己
の
政
権
掌
握
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
神
－
紙
、

仏
教
の
あ
ら
ゆ
る
思
想
を
総
動
員
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
神
祇
面
で

の
先
行
研
究
は
、
い
ず
れ
も
良
一
房
一
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
直
系
皇
統
の
形

成
と
い
う
観
点
か
ら
評
価
し
直
す
必
要
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

大
原
祭
な
ど
、
直
系
皇
統
の
形
成
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
保
証
す
る
新
た
な
祭
－
耐

も
創
出
さ
れ
た
。
一
方
、
南
京
三
会
の
場
合
は
、
三
会
の
講
師
を
経
て
僧
綱
に
昇
進

す
る
と
い
う
制
度
と
し
て
は
新
た
に
始
め
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
維
摩
会
、
御

斎
会
、
最
勝
会
自
体
は
既
製
の
法
会
で
あ
り
、
新
た
な
法
会
が
作
ら
れ
た
わ
け
で
は

な
い
。
南
京
三
会
を
構
成
す
る
各
法
会
は
、
政
治
的
に
も
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
意
義
・

理
念
を
有
し
た
法
会
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
法
会
を
三
会
制
度
と
い
う
形
で
再
構
成
し
、

そ
の
理
念
を
読
み
替
え
た
こ
と
に
こ
そ
、
新
し
い
仏
事
の
創
出
で
は
代
替
し
得
な
い

意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

註

（I
）
菅
真
城
「
北
京
三
会
の
成
立
」
（
『
史
学
研
究
』
二

O
六
、
一
九
九
四
年
）
。

（2
）
仏
事
研
究
の
視
角
に
つ
い
て
は
、
接
聞
真
城
「
院
政
期
に
お
け
る
仏
事
運
営
方
法

！
千
僧
御
読
経
を
素
材
と
し
て
l
」
（
『
史
学
研
究
』
二
一
玉
、
一
九
九
七
年
）
を

参
照
。

（3
）
平
岡
定
海
『
日
本
寺
院
史
の
研
究
』
〈
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）
。

（4
）
わ
ず
か
に
高
山
有
紀
氏
が
『
中
世
興
福
寺
維
摩
会
の
研
究
』
（
勉
誠
社
、
一
九
九

七
年
）
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

九
世
紀
後
半
、
仏
法
興
隆
の
た
め
の
学
侶
の
育
成
は
急
務
と
な
り
、
国
家
が
主

導
し
て
法
会
の
整
備
が
は
か
ら
れ
た
。
特
に
論
義
を
有
す
る
法
会
に
つ
い
て
は
、

学
侶
の
修
学
に
目
的
を
与
え
、
僧
侶
の
昇
進
を
寺
院
社
会
に
披
露
す
る
機
会
と
し

て
重
視
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
南
都
寺
院
社
会
に
お
い
て
僧
綱
昇
進
の
条
件
に

直
接
関
わ
る
三
会
の
う
ち
、
宮
中
御
斎
会
以
外
の
二
会
は
、
何
ら
か
の
選
定
理
由

に
よ
っ
て
こ
の
役
割
を
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
維
摩
会
の
選
定
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
藤
原
氏
の
政
治
的
台
頭
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
次
ぎ
に

論
義
を
修
す
る
学
問
的
な
素
地
が
整
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
撰
定
条
件
と
し
て

想
定
し
た
場
合
、
北
方
系
唯
識
法
相
の
拠
点
で
あ
る
興
福
寺
か
ら
維
摩
会
、
南
方

系
唯
識
法
相
の
学
匠
仲
継
が
天
長
六
年
（
八
二
九
）
に
創
始
し
た
薬
師
寺
最
勝
会

の
二
会
が
選
定
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
た
正
月
の
御
斎
会
を
中

心
に
し
て
、
十
月
の
維
摩
会
と
一
一
一
月
の
最
勝
会
が
勤
修
さ
れ
る
と
い
う
時
間
的
な

合
理
性
に
関
し
て
も
ま
っ
た
く
の
偶
然
と
見
な
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

（5
）
斉
衡
二
年
八
月
二
三
日
太
政
官
符
（
『
類
取
県
三
代
格
』
巻
一
二
）
。
五
階
を
は
じ
め

と
す
る
階
業
制
度
に
つ
い
て
は
、
前
回
慶
一
「
階
業
制
度
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

｜
立
義
を
中
心
に
！
」
（
『
日
本
歴
史
』
六
六
六
、
二

O
O三
年
）
を
参
照
。

（6
）
興
福
寺
本
『
僧
綱
補
任
』
（
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
輿
福
寺
叢
書
こ
。
承
和
元

年
条
に
は
、
「
維
摩
講
師
寿
遠
〔
法
相
｛
示
、
西
大
寺
、
三
会
講
師
始
一
人
修
レ
之
、

椋
橋
氏
、
武
蔵
国
人
〕
（
〔
〕
内
割
書
、
以
下
問
ご
と
あ
り
、
こ
の
年
か
ら
維
摩

会
講
師
名
を
記
述
し
て
い
る
。
『
三
会
定
一
記
』
（
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
興
福
寺

叢
書
一
）
も
、
承
和
元
年
以
前
を
「
三
会
定
一
以
前
維
摩
会
講
師
」
と
し
、
承
和

元
年
か
ら
「
維
摩
会
講
師
次
第
」
と
し
て
講
師
名
を
記
述
し
て
い
る
。

（7
〉
永
村
田
県
「
司
法
会
』
と
『
文
書
』

l
興
福
寺
維
摩
会
を
通
し
て
｜
」
（
『
中
世
寺

院
史
料
論
』
吉
川
弘
文
館
、
二

O
O
O年
、
初
出
一
九
九
四
年
）
、
高
山
有
紀
『
中

世
興
福
寺
維
摩
会
の
研
究
』
（
前
掲
）
。
以
下
、
両
氏
の
見
解
は
こ
れ
に
よ
る
。

高
山
有
紀
氏
は
承
和
元
年
三
会
制
度
成
立
説
の
立
場
か
ら
、
史
料
ー
を
「
勅
、

以
下
経
一
一
子
輿
福
寺
維
摩
会
講
師
↑
之
僧
上
、
宜
レ
為
二
宮
中
・
最
勝
会
講
師
＼
自
今
以

後
、
永
為
ニ
恒
例
」
と
読
み
、
「
維
摩
会
講
師
遂
講
僧
に
よ
る
宮
中
御
斎
会
・
薬
師

寺
最
勝
会
両
講
師
の
歴
任
を
恒
例
化
さ
せ
る
規
定
が
な
さ
れ
た
」
と
解
釈
す
る
が
、

「
宮
中
最
勝
会
」
を
「
宮
中
（
御
斎
会
）
・
（
薬
師
寺
）
最
勝
会
」
と
分
け
て
読
む

の
は
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
御
斎
会
と
い
う
名
称
は
九
世
紀
半
ば
頃
か
ら
は
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じ
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
は
「
正
月
最
勝
王
経
斎
会
」
「
最
勝
会
」
な
ど

様
々
な
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
（
吉
田
一
彦
「
御
斎
会
の
研
究
」
〈
『
日
本
古
代
社

会
と
仏
教
』
古
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
、
初
出
一
九
九
三
年
〉
）
。

（8
）
『
僧
綱
補
任
』
。
承
和
八
年
（
八
四
一
）
の
維
摩
会
講
師
実
敏
は
、
同
一

O
年

（
八
四
三
）
に
「
巴
講
労
」
で
律
師
に
、
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
の
講
師
明
詮
は
、

仁
寿
元
年
（
八
五
一
）
に
「
己
講
労
」
で
権
律
師
に
任
ぜ
ら
れ
た
（
『
僧
綱
補

任』）。

（
9
）
『
三
会
定
了
記
』
に
つ
い
て
は
、
「
流
布
本
の
永
禄
九
年
の
書
写
識
語
の
あ
る
大

日
本
仏
教
全
書
本
（
輿
福
寺
叢
書
第
一
収
載
）
は
、
誤
脱
が
多
く
、
直
に
信
を
置

き
難
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
（
「
『
維
摩
講
師
研
学
竪
義
次
第
』
解
題
」
〈
『
維
摩
講

師
研
学
竪
義
次
第
上
・
中
』
宮
内
庁
書
陵
部
、
一
九
七
三
年
〉
）
。

（
叩
）
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
六
年
二
月
一
六
日
条
。
策
命
に
よ
る
と
、
こ
の
日
僧

綱
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
真
雅
（
大
僧
都
↓
僧
正
）
・
明
詮
（
少
僧
都
↓
大
僧
都
）

・
恵
達
（
律
師
↓
少
僧
都
）
・
真
紹
（
律
師
↓
権
少
僧
都
）
・
最
教
・
願
暁
・
明
智

・
光
善
（
以
上
律
師
）
・
恵
叡
・
真
恵
・
正
進
・
道
昌
・
道
詮
・
輿
照
・
常
暁
（
以

上
権
律
師
）
の
一
五
人
で
あ
り
、
地
の
文
と
人
数
が
合
わ
な
い
。
『
僧
綱
補
任
』
に

よ
る
と
、
こ
の
日
権
律
師
恵
運
が
少
僧
都
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

彼
を
加
え
る
と
一
六
人
に
な
る
。
道
昌
は
『
日
本
三
代
実
録
』
で
は
二
月
一
六
日

に
権
律
師
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
『
僧
綱
補
任
』
で
は
、
二
月
二
八
日
に
「
依
二

（
御
力
）口

導
師
労
一
追
被
レ
任
」
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
註
（
口
）
参
照
。

な
お
、
こ
の
史
料
は
西
寺
綱
所
の
初
見
で
も
あ
る
。

（
日
）
土
谷
恵
「
平
安
前
期
僧
綱
制
の
展
開
」
（
『
史
帥
』
二
四
、
一
九
八
三
年
）
。

（
御
カ
）

（
ロ
）
『
僧
綱
補
任
』
。
『
僧
綱
補
任
』
に
よ
る
と
、
道
国
は
二
月
二
八
日
に
「
依
一
口

導
師
労
一
追
被
レ
任
」
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
『
維
摩
講
師
研
学
竪
義
次
第
』
天

安
二
年
条
で
は
、
道
昌
に
つ
い
て
「
貞
観
六
年
二
月
十
六
日
任
二
権
律
師
一
、
同
十

六
年
二
月
廿
八
日
任
二
少
僧
都
一
、
御
導
師
労
」
（
『
三
会
定
一
記
』
は
少
僧
都
を
大

第 4号史人

僧
都
と
す
る
が
ほ
ぼ
同
文
）
と
あ
り
、
『
僧
綱
補
任
』
の
二
月
二
八
日
追
任
説
は
貞

観
六
年
の
権
律
師
補
任
と
貞
観
一
六
年
の
少
僧
都
補
任
と
を
混
同
し
た
の
で
は
な

い
か
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
、
道
自
の
少
僧
都
補
任
は
、
正
し
く
は
貞
観
二
ハ

年
一
一
一
月
一
二
日
の
こ
と
で
あ
る
（
『
日
本
三
代
実
録
』
同
日
条
、
『
僧
綱
補
任
』

同
年
条
）
。
そ
の
理
由
は
「
依
一
御
導
師
労
、
御
仏
名
結
願
之
次
」
（
『
僧
綱
補

任
』
）
と
あ
る
よ
う
に
、
道
昌
の
少
僧
都
補
任
は
二
一
月
一
八
日
か
ら
内
裏
に
お
い

て
行
わ
れ
た
「
仏
名
働
悔
」
（
『
日
本
三
代
実
録
』
）
の
導
師
を
勤
め
た
こ
と
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
。

道
昌
の
権
律
師
補
任
に
つ
い
て
、
司
法
輪
寺
縁
起
』
（
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
寺

A

貞
姐
｝

誌
叢
書
第
二
所
載
道
昌
略
伝
に
は
、
「
同
六
年
宙
，
申
〕
二
月
、
清
和
天
皇
御

悩
之
時
、
可
一
祈
申
一
之
旨
有
レ
勅
、
道
昌
奏
日
、
願
徳
寺
薬
師
霊
験
無
レ
双
敗
、
迎
二

件
霊
仏
於
当
寺
一
、
於
ニ
其
御
前
可
レ
令
－
一
祈
祷
一
一
広
々
、
即
以
宣
旨
、
不
日
迎
一
控

室
像
一
、
被
レ
始
ニ
行
七
箇
御
修
法
一
、
御
悩
忽
除
差
、
天
皇
恒
首
手
勅
授
ニ
権
律
師

」
と
あ
り
、
清
和
天
皇
の
御
悩
を
除
去
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

〈
御
カ
）

『
僧
綱
補
任
』
の
二
八
日
「
口
導
師
労
」
に
よ
る
権
律
師
追
任
説
は
、
こ
の

『
法
輪
寺
縁
起
』
系
統
の
道
自
伝
に
依
拠
し
て
い
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
も
な

い
（
諸
種
の
道
昌
伝
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
小
山
田
和
夫
司
法
輪
寺
縁
起
』
所
載

道
昌
略
伝
に
つ
い
て
l

『
日
本
三
代
実
録
』
道
昌
伝
と
の
関
係
を
中
心
に
i
」

〈
『
立
正
史
学
』
四
五
、
一
九
七
九
年
〉
参
照
）
。
一
方
、
『
日
本
三
代
実
録
』
貞

観
一
七
年
二
月
九
日
条
所
載
道
昌
卒
伝
に
は
、
「
天
安
三
年
為
興
福
寺
維
摩
会
講

師
＼
貞
観
一
元
年
為
ニ
大
極
殿
御
斎
会
・
薬
師
寺
最
勝
会
講
師
、
三
会
講
師
、
僧
中

大
業
皐
突
、
六
年
為
二
権
律
師
一
」
と
あ
り
、
一
二
会
巳
講
労
に
よ
る
補
任
で
あ
っ
た

よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

『
法
輪
寺
縁
起
』
が
伝
え
る
清
和
天
皇
の
御
悩
に
つ
い
て
、
『
日
本
三
代
実
録
』

に
は
記
す
と
こ
ろ
が
な
く
、
こ
こ
で
は
『
日
本
三
代
実
録
』
に
依
拠
し
て
、
道
自

は
二
月
一
六
日
に
「
巳
講
労
」
に
よ
り
権
律
師
に
補
任
さ
れ
た
と
考
え
て
お
く
。

小
山
田
和
夫
氏
も
、
道
昌
の
権
律
師
補
任
は
巳
講
労
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
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（
前
掲
「
『
法
輪
寺
縁
起
』
所
載
道
昌
略
伝
に
つ
い
て
」
）
。

（
日
）
『
中
右
記
』
天
仁
元
年
正
月
八
日
条
。

（M
）
『
維
摩
講
師
研
学
竪
義
次
第
』
保
元
二
年
条
に
、
「
今
年
依
レ
無
一
一
道
僧
綱
一
、
宗

覚
僧
都
賜
一
雨
明
年
講
師
謂
師
｝
、
被
レ
准
＝
道
僧
網
干
、
仇
参
会
堂
一
、
如
レ
比
之
間
及
司

暁
吏
一
会
始
之
」
と
あ
る
。

（
日
）
諮
問
真
城
「
平
安
時
代
に
お
け
る
僧
綱
の
機
能
に
つ
い
て
i
『
道
僧
綱
』
と
『
閑

道
之
昇
進
』
」
（
『
古
代
文
化
』
四
九
｜
六
、
一
九
九
七
年
）
。

（
同
）
上
島
享
「
中
世
前
期
の
国
家
と
仏
教
」
（
『
日
本
史
研
究
』
四

O
三
、
一
九
九
六

年
）
。
同
氏
「
平
安
初
期
仏
教
の
再
検
討
」
（
『
仏
教
史
学
研
究
』
四
O
l
二
、
一

九
九
七
年
）
も
参
照
。
ま
た
、
九
世
紀
に
は
密
教
に
お
い
て
も
、
承
和
一

O
年

（
八
四
三
）
に
は
真
言
宗
で
、
貞
観
二
二
年
（
八
七
一
）
に
は
天
台
宗
で
そ
れ
ぞ

れ
伝
法
阿
摺
梨
官
許
制
が
成
立
し
た
が
、
こ
れ
を
認
め
た
国
家
側
に
は
、
各
宗
の

優
れ
た
僧
を
把
握
し
た
い
と
い
う
思
惑
が
あ
る
と
と
も
に
、
貞
観
二
二
年
の
天
台

宗
に
対
す
る
阿
闇
梨
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
に
僧
官
位
の
叙
任
様
式
の

整
備
、
改
変
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
関
わ
る
こ
と
も
、
岡
野
浩
二
氏
に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
て
い
る
（
伝
法
阿
閤
梨
職
位
と
有
職
」
〈
虎
尾
俊
哉
編
『
律
令
国
家
の
政

務
と
儀
礼
』
古
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
〉
）
。

（
打
）
延
暦
一
二
年
正
月
二
二
日
太
政
官
符
（
『
類
取
県
三
代
格
』
巻
二
経
論
井
法
会
論

僧
事
）

（
時
）
寿
遠
が
御
斎
会
・
最
勝
会
の
講
師
を
勤
め
た
か
ど
う
か
を
史
料
的
に
確
認
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
司
僧
綱
補
任
』
の
「
三
会
講
師
始
一
人
修
レ
之
」
の
記
述
、
も
、

実
際
に
彼
が
三
会
講
師
を
勤
め
た
の
か
、
そ
れ
と
も
承
和
元
年
三
会
制
度
成
立
説

か
ら
帰
納
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
現
時
点
で
は
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
円
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
泉
谷
康
夫
「
摂
関
政
治
期
の
大
和
国
i
興
福
寺
を

中
心
と
し
て
l
」
（
山
中
裕
編
『
摂
関
時
代
と
古
記
録
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一

年
）
、
泉
谷
康
夫
『
興
福
寺
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）
、
海
老
名
尚
「
宮

中
仏
事
に
関
す
る
覚
書
l
中
世
前
期
を
中
心
に
｜
」
（
『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究

年
報
』
凶

O
、
一
九
九
三
年
）
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
海
老
名
氏

は
、
院
政
期
に
お
い
て
は
、
講
師
選
定
の
主
導
権
は
、
藤
氏
長
者
あ
る
い
は
院
に

あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
却
）
海
老
名
尚
「
宮
中
仏
事
に
関
す
る
覚
書
｜
中
世
前
期
を
中
心
に
｜
」
（
前
掲
）
な

ど
を
参
照
。

〈
幻
）
富
田
正
弘
「
官
宣
旨
・
宣
旨
・
口
宣
案
」
（
日
本
歴
史
学
会
編
『
概
説
古
文
書

学
』
古
代
・
中
世
編
古
代
・
中
世
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）
。

（
泣
）
海
老
名
尚
「
『
僧
事
』
小
考
」
（
『
学
習
院
史
学
』
二
七
、
一
九
八
九
年
）
。

〈
幻
）
早
川
庄
八
「
任
僧
綱
儀
と
任
僧
綱
告
牒
」
（
『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
岩
波

書
店
、
一
九
八
六
年
、
初
出
一
九
八
四
年
）
。

（M
）
永
村
英
「
『
法
会
』
と
『
文
書
』

l
興
福
寺
維
摩
会
を
通
し
て
l
」
（
前
掲
）
、

高
山
有
紀
『
中
世
輿
福
寺
維
摩
会
の
研
究
』
（
前
掲
）
。

（
お
）
興
福
寺
俗
別
当
に
つ
い
て
は
、
岡
野
浩
二
「
興
福
寺
俗
別
当
と
勧
学
院
」
（
『
仏

教
史
学
研
究
』
三
四
l
二
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。

（
お
〉
『
公
卿
補
任
』
嘉
祥
二
年
条
。

（
幻
）
海
老
名
尚
「
宮
中
仏
事
に
関
す
る
覚
書
l
中
世
前
期
を
中
心
に

l
」
（
前
掲
）
。

（
諸
〉
『
中
右
記
』
嘉
承
元
年
一

O
月
一
六
日
条
。

（
羽
）
永
村
民
氏
は
、
「
一
床
聴
衆
が
堂
内
で
会
同
し
、
明
年
の
講
師
を
撰
任
す
る
『
講

師
之
挙
』
を
、
『
私
語
』
（
サ
サ
ヤ
キ
）
に
よ
っ
て
密
や
か
に
お
こ
な
う
。
」
（
傍
点

引
用
者
）
と
述
べ
、
高
山
有
紀
氏
は
、
「
『
私
語
』
は
、
次
年
の
講
師
を
推
挙
す
る

た
め
に
一
床
聴
衆
が
行
う
評
定
で
あ
る
。
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
述
べ
て
お
り
、

「
私
語
」
に
お
い
て
一
床
聴
衆
が
合
議
し
て
一
名
の
明
年
講
師
を
撰
任
し
て
い
た

と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
高
山
氏
が
依
拠
し
た
「
尋
尊
御
記
」
に

は
「
私
語
者
明
年
講
師
林
各
挙
申
儀
式
也
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
あ
り
、
鎌
倉
・
室

町
期
に
み
ら
れ
る
「
私
語
」
も
、
史
料
4
の
僧
網
挙
の
よ
う
に
、
一
床
聴
衆
H
輿

福
寺
僧
綱
の
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
明
年
講
師
を
推
薦
し
た
も
の
で
あ
る
。
泉
谷
康
夫

氏
は
永
村
氏
の
「
私
語
」
の
研
究
に
依
拠
し
て
、
鎌
倉
期
に
は
い
る
と
講
師
の
決
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定
機
が
寺
院
の
側
に
移
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
（
前
掲
『
興
福
寺
』
）
、
こ
の
見
解
も

首
肯
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
却
）
永
村
輿
「
法
会
と
文
書
」
（
前
掲
）
。
室
町
期
に
は
一
床
聴
衆
は
一

O
人
全
員
が

僧
綱
で
あ
っ
た
。

（
引
）
仁
和
元
年
九
月
五
日
太
政
官
符
（
『
類
来
三
代
格
』
巻
二
）
。

（
立
）
『
殿
暦
』
康
和
三
年
一

O
月
一
七
日
条
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
菅
真
城

「
平
安
時
代
に
お
け
る
僧
綱
の
機
能
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）
参
照
。

（
臼
）
『
中
右
記
』
嘉
承
元
年
一

O
月
一
七
日
条
。

（M
）
『
中
右
記
』
承
徳
二
年
一

O
月
一
六
日
条
。

（
お
）
『
中
右
記
』
承
徳
二
年
一

O
月
一
六
日
条
。

（
話
）
『
中
右
記
』
承
徳
二
年
一

O
月
一
七
日
条
。

（
幻
）
『
中
右
記
』
承
徳
二
年
一

O
月
一
六
日
条
裏
書
。

（
苅
）
梅
老
名
尚
「
宮
中
仏
事
に
関
す
る
覚
書
！
中
世
前
期
を
中
心
に
｜
」
（
前
掲
）
。

（
持
）
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
九
条
家
本
『
中
右
記
部
類
』
（
第
一
八
年
中
仏
事
三
）
康

和
元
年
一

O
月
九
日
条
。
こ
れ
は
一

O
月
六
日
に
忠
実
が
藤
氏
長
者
と
な
っ
た
後
、

宗
忠
が
「
今
日
依
エ
吉
日
一
氏
長
者
初
御
寺
文
書
等
申
上
」
げ
た
も
の
の
一
部
で
あ

る
。
宗
忠
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
「
予
去
年
十
二
月
補
ニ
勧
学
院
別
当
一
、
又
被
レ
成
ニ
造

輿
福
寺
長
官
一
也
」
と
注
記
し
て
い
る
。
当
時
、
勧
学
院
別
当
は
興
福
寺
の
弁
俗
別

当
が
兼
帯
し
、
あ
わ
せ
て
造
興
福
寺
長
官
も
兼
務
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
（
岡

野
浩
二
「
興
福
寺
俗
別
当
と
勧
学
院
」
〈
前
掲
〉
）
、
宗
忠
の
こ
の
行
為
は
輿
福
寺

弁
俗
別
当
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

時
代
は
か
な
り
下
る
が
、
享
徳
三
年
（
一
四
五
四
）
に
尋
尊
が
提
出
し
た
申
状

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
（
「
維
摩
会
講
師
記
」
永
村
前
掲
論
文
所
収
）
。

当
年
維
摩
会
講
師
事
、
理
運
之
事
候
問
、
無
こ
相
違
一
之
趣
、
御
奏
聞
候
者
、

可
－
轟
入
一
候
、
比
旨
可
レ
令
ニ
披
露
一
給
候
、
恐
憧
謹
言
、

七

月

十

六

日

尋

尊

第4号史人

人
々
御
中

（
判
）
『
小
右
記
』
長
元
元
年
六
月
二
三
日
条
。

（
制
）
泉
谷
康
夫
『
輿
福
寺
』
（
前
掲
）
。

（
位
）
『
維
摩
講
師
研
学
竪
義
次
第
』
寛
治
二
年
条
。

（mm
）
院
政
期
に
は
、
海
老
名
尚
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
院
の
関
与
が
み
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
が
、
維
摩
会
講
師
撰
定
シ
ス
テ
ム
自
体
と
し
て
は
変
化
が
あ
る
も
の
で
は

な
い
。
院
の
関
与
の
実
態
や
維
摩
会
講
師
撰
任
条
件
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
紙
数

の
都
合
も
あ
り
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

（
判
）
「
維
摩
会
講
師
坊
引
付
」
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
影
写
本
、
原
本
は
輿
福

寺
所
蔵
史
料
「
二
条
家
記
録
」
）
。
こ
の
史
料
を
最
初
に
紹
介
し
た
高
山
有
紀
氏
は
、

こ
れ
を
講
師
招
請
文
書
で
あ
る
「
開
白
宣
」
と
す
る
が
、
史
料
編
纂
所
影
写
本
で

確
認
し
た
と
こ
ろ
「
関
白
」
は
「
関
白
」
の
誤
読
で
あ
る
。
高
山
氏
が
指
摘
し
た

よ
う
に
、
「
関
白
宣
」
は
維
摩
会
開
白
当
日
に
も
た
ら
さ
れ
儀
式
化
し
た
も
の
で
は

あ
る
が
、
貞
観
期
以
来
の
維
摩
会
講
師
任
命
文
書
で
あ
る
下
外
記
宣
旨
の
形
式
を

有
し
て
い
る
。
正
式
な
任
命
が
当
日
に
な
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
事
前

に
内
定
通
知
が
次
の
よ
う
な
長
者
宣
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
「
維
摩
会

講
師
坊
引
付
」
〈
輿
福
寺
所
蔵
史
料
「
二
条
家
記
録
」
、
高
山
前
掲
書
所
収
〉
｝
。

応
永
十
六
年
分
維
摩
会
講
師
事
、
宣
下
未
レ
到
問
、
且
可
レ
令
コ
存
知
一
給
者
、

長
者
宣
知
レ
此
、
伺
言
上
知
レ
件
、

文

明

七

年

八

月

廿

五

回

数

位

宣

秀

進
上
大
乗
院
得
業
御
坊
喜

古
代
か
ら
中
世
へ
至
る
維
摩
会
の
変
遷
の
解
明
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（M
W

）
古
代
の
維
摩
会
に
つ
い
て
は
、
福
山
敏
男
「
興
福
寺
の
建
立
」
（
『
日
本
建
築
史

研
究
』
畢
水
書
房
、
一
九
六
八
年
）
、
横
田
健
一
「
藤
原
鎌
足
と
仏
教
」
（
『
白
鳳

天
平
の
世
界
』
創
元
社
、
一
九
七
三
年
、
初
出
一
九
七

O
年
）
、
上
回
晃
圃
「
興
福

寺
の
維
摩
会
の
成
立
と
そ
の
展
開
」
（
『
日
本
上
代
に
お
け
る
唯
識
の
研
究
』
永
田

文
昌
堂
、
一
九
八
五
年
、
初
出
一
九
八

O
年
｝
、
堀
池
春
峰
「
維
摩
会
と
閑
道
の
昇
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進
」
（
中
世
寺
院
史
研
究
会
編
『
中
世
寺
院
史
の
研
究
』
下
、
法
蔵
館
、
一
九
八
八

年
て
土
橋
誠
「
維
摩
会
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
（
直
木
孝
次
郎
先
生
古
稀
記
念

会
編
『
古
代
史
論
集
』
下
、
塙
書
房
）
、
一
九
八
九
年
、
吉
川
真
司
「
藤
原
氏
の
創

始
と
発
展
」
（
『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
九
五

年
）
な
ど
参
照
。

〈
栃
）
土
橋
誠
「
維
摩
会
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
（
前
掲
）
。

（
抑
）
鎌
田
茂
雄
『
維
摩
経
講
話
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九

O
年
、
初
出
一
九
八

二
年
）
。

（
崎
）
土
橋
誠
氏
は
和
田
奉
氏
の
教
示
に
よ
る
と
し
て
、
「
在
家
の
信
者
で
あ
る
維
摩
居

士
が
諸
菩
薩
に
対
し
て
説
法
す
る
の
だ
か
ら
大
会
後
の
鎌
足
の
政
治
的
な
立
場
と

何
か
関
係
が
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
「
維
摩
会
に
関
す
る
基
礎

的
研
究
」
〈
前
掲
〉
）
。
ま
た
、
上
回
晃
田
氏
は
、
「
天
智
天
皇
が
鎌
足
の
館
に
慰
問

す
る
様
は
あ
た
か
も
文
殊
の
維
摩
詰
の
問
疾
品
の
場
面
に
に
て
い
る
」
（
「
輿
福
寺

の
維
摩
会
の
成
立
と
そ
の
展
開
」
〈
前
掲
〉
）
と
し
、
吉
川
真
司
氏
も
「
朝
廷
の
枢

機
の
医
に
し
て
仏
教
護
持
者
で
あ
っ
た
鎌
足
に
は
、
憧
に
維
摩
の
イ
メ
ー
ジ
が
ふ

さ
わ
し
い
。
維
摩
経
講
説
を
鎌
足
の
忌
日
法
会
と
し
て
開
催
し
、
国
家
安
穏
を
祈

っ
た
不
比
等
に
も
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
意
識
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と

述
べ
て
い
る
（
「
藤
原
氏
の
創
始
と
発
展
」
〈
前
掲
〉
｝
。

（
特
）
吉
川
真
司
「
藤
原
氏
の
創
始
と
発
展
」
（
前
掲
）
。

（
卸
）
「
興
福
寺
縁
起
」
（
『
平
安
時
代
史
事
典
』
上
、
角
川
書
店
、
一
九
九
四
年
）

（
引
）
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
間
八
月
壬
成
条
。

（
担
）
堀
池
春
峰
「
維
摩
会
と
閑
道
の
昇
進
」
（
前
掲
）
。

（
幻
）
今
正
秀
「
摂
政
制
成
立
考
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一

O
六
｜
て
一
九
九
七
年
）
。

（
何
）
堀
池
春
峰
「
維
摩
会
と
閑
道
の
昇
進
」
（
前
掲
）
。

（
お
）
中
林
隆
之
『
日
本
古
代
国
家
の
仏
教
編
成
』
（
塙
書
一
層
、
二

O
O七
年
）
。

（
話
）
天
長
七
年
九
月
一
四
日
太
政
官
符
（
『
類
来
三
代
格
』
巻
二
）
。

（mu
）
追
塩
千
尋
「
平
安
期
の
薬
師
寺
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
四
｜

二
、
二

O
O
O年）。

（
珂
）
北
京
三
会
の
場
合
、
円
宗
寺
法
華
会
は
当
初
一

O
Rに
開
催
さ
れ
て
い
た
が
、

法
勝
寺
大
乗
会
が
一

O
月
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
二
一
月
に
変
更

さ
れ
た
（
菅
真
城
「
北
京
三
会
の
成
立
」
〈
前
掲
〉
）
。

（
卸
）
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
六
年
二
月
一
六
日
条
。

（
ω）
下
向
井
龍
彦
「
『
水
左
記
』
に
み
る
源
俊
房
と
薬
師
寺
｜
太
政
官
政
務
運
営
変
質

の
一
側
面
｜
」
（
古
代
学
協
会
編
『
後
期
摂
関
時
代
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一

九
九

O
年）。

｛
創
）
玉
井
力
「
承
和
の
変
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
八
六
、
一
九
六
四
年
）
。

（
位
）
河
内
祥
輔
『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八

六
年
）
。

（
臼
）
河
内
祥
輔
『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』
（
前
掲
）
。

（
ω）
吉
田
一
彦
「
御
斎
会
の
研
究
」
（
前
掲
）
。

（
白
）
河
内
祥
輔
『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』
（
前
掲
）
。

（
“
）
八
重
樫
直
比
古
「
義
浄
訳
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
「
王
法
正
論
品
」
覚
書
」

（
『
ノ
！
ト
ル
ダ
ム
滑
心
女
子
大
学
紀
要
』
文
化
学
編
一
一
ー
一
、
一
九
八
七
年
）
。

（
訂
）
八
重
樫
直
比
古
「
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
十
月
乙
米
朔
条
の
宣
命
に
お
け

る
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
の
引
用
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
二
三
七
、
一
九
八
五

年）。

（
侃
）
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
二
年
正
月
辛
未
条
、
間
三
年
一
一
月
丙
戊
条
。
『
続
日
本

紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
諸
国
吉
祥
悔
過
の
停
止
・
復
活
で
あ
る
が
、
こ
れ

と
同
時
に
御
斎
会
も
停
止
・
復
活
さ
れ
た
と
考
え
て
お
く
。

（
ω｝
奈
良
時
代
に
庫
舎
那
仏
を
安
置
し
て
い
た
寺
院
は
、
い
ず
れ
も
聖
武
天
皇
や
光

明
皇
后
と
関
係
の
深
い
寺
院
に
限
ら
れ
て
い
た
。
貞
観
期
に
藤
原
良
房
は
、
安
祥

寺
・
樽
林
寺
・
貞
観
寺
と
い
っ
た
定
額
寺
を
設
置
し
て
い
っ
た
が
、
禅
林
寺
は
清

和
天
皇
と
良
房
の
た
め
に
、
貞
観
寺
は
清
和
天
皇
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
寺
院
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
寺
院
に
は
庫
舎
那
仏
が
安
置
さ
れ
た
が
（
大
江
篤
「
貞
観
期
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の
定
額
寺
ー
そ
の
設
置
と
藤
原
氏
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
｜
」
〈
『
続
日
本
紀
研

究
』
二
三
一
二
、
一
九
八
四
年
〉
）
、
鹿
舎
那
仏
は
御
斎
会
の
本
尊
で
も
あ
る
。
藤
原

氏
の
関
与
す
る
定
額
寺
へ
の
虚
舎
那
仏
の
安
置
も
、
御
斎
会
の
解
釈
と
共
通
す
る

論
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
河
）
河
内
洋
輔
『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』
（
前
掲
）
。

（
η
）
大
江
篤
「
貞
観
期
の
定
額
寺
」
（
前
掲
）
。
こ
の
時
期
の
定
額
寺
に
つ
い
て
は
、

森
田
悌
「
信
濃
国
と
定
額
寺
」
（
『
日
本
古
代
の
政
治
と
地
方
』
高
科
書
店
、
一
九

八
八
年
、
初
出
一
九
八
六
年
）
、
牛
山
佳
幸
「
貞
観
八
年
の
信
濃
定
額
寺
列
格
を
め

ぐ
っ
て
」
（
『
信
濃
』
四
四
l
一
一
・
四
五
l
二
、
一
九
九
二
・
一
九
九
三
年
）
も

参
照
。

（
η
）
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
二
月
二
五
日
条
。
熊
谷
保
孝
氏
は
、
藤
原
良
房

の
後
援
を
前
提
に
、
真
雅
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
「
四
季
御
読
経
」
が
成
立
し
た

と
す
る
（
「
四
季
御
読
経
と
貞
観
寺
真
雅
」
〈
『
政
治
経
済
史
学
』
一
一
八
、
一
九

七
六
年
〉
）
。

（
η
）
熊
谷
保
孝
「
藤
原
良
房
政
権
下
の
神
祇
」
（
『
神
道
宗
教
』
一
一
六
、
一
九
八
四

年
）
。
熊
谷
氏
よ
り
早
く
に
宮
城
栄
昌
氏
は
、
「
嘉
祥
一
二
、
四
年
の
多
数
神
社
の
同

時
昇
位
に
も
、
惟
喬
親
王
を
措
い
て
同
三
年
十
月
生
後
八
カ
月
の
惟
仁
親
王
を
立

太
子
し
た
こ
と
に
対
す
る
右
大
臣
藤
原
良
一
湧
の
政
治
的
ゼ
ス
チ
ェ
ア
も
あ
っ
た
か

も
知
れ
な
い
」
（
『
延
喜
式
の
研
究
』
論
述
編
〈
大
修
館
書
店
、
一
九
五
七
年
〉
）

と
述
べ
て
い
る
。
二
宮
正
彦
氏
は
宮
城
氏
の
見
解
を
受
け
て
、
貞
観
元
年
の
諸
神

同
時
叙
位
は
、
清
和
天
皇
の
即
位
を
受
け
て
、
神
社
行
政
刷
新
の
側
面
も
加
味
し

て
、
藤
原
良
一
房
一
に
よ
っ
て
建
策
施
行
さ
れ
た
と
す
る
（
「
貞
観
元
年
の
諸
神
同
時
昇

叙
に
つ
い
て
」
〈
『
古
代
の
神
社
と
祭
舵
ー
そ
の
構
造
と
展
開
｜
』
創
元
社
、
一
九

八
八
年
、
初
出
一
九
六
二
年
〉
）
。
一
方
、
小
倉
慾
司
氏
は
、
「
八
世
紀
後
半
以
降
、

神
階
授
与
が
次
第
に
盛
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
神
社
の
序
列
を
よ
り

明
確
に
表
す
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
支
配
強
化
を
狙
う
国
司
と
政
治
的
地
位
の
上

昇
を
求
め
る
在
地
層
と
の
双
方
に
歓
迎
さ
れ
、
や
が
て
嘉
祥
の
諸
神
同
時
叙
位
を

第 4号史人

契
機
と
し
て
、
神
位
を
持
つ
こ
と
が
神
社
行
政
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
貞
観
年
間
に
は
官
社
制
度
中
心
か
ら
神
階
社
制
中
心
の

神
社
行
政
へ
と
移
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
（
「
八
・
九
世
紀
に

お
け
る
地
方
神
社
行
政
の
展
開
」
〈
『
史
学
雑
誌
』
一

O
三
l
コ
一
、
一
九
九
四

年
〉
）
。
南
京
三
会
の
成
立
が
、
僧
綱
制
の
変
質
・
展
開
と
い
う
宗
教
政
策
の
う
え

で
藤
原
良
房
の
政
治
的
意
図
を
反
映
し
て
成
立
し
た
の
と
同
様
に
、
嘉
祥
・
貞
観

の
諸
神
間
時
叙
位
も
、
神
階
社
制
へ
の
移
行
と
い
う
宗
教
政
策
の
う
え
に
良
房
の

意
図
も
加
味
さ
れ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
良
房
個
人
の
意
向
の
み
に
よ

る
も
の
で
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
叫
）
宮
崎
浩
「
二
十
二
社
体
制
下
に
お
け
る
式
外
社
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
」
（
『
史

学
研
究
』
二

O
七
、
一
九
九
五
年
）
。

（
行
）
宮
崎
浩
「
貞
観
五
年
御
霊
会
の
政
治
史
的
考
察
」
（
『
史
学
研
究
』
一
九
八
、
一

九
九
二
年
）
。

（
市
）
小
倉
瑛
一
「
石
清
水
八
幡
宮
創
加
の
背
景
l
九
世
紀
前
後
の
政
治
動
向
を
中
心

と
し
て
｜
」
（
竹
回
聴
洲
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
宗
教
の
歴
史
と
民
俗
』
、
隆

文
館
、
一
九
七
六
年
）
。
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